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広島県の人事評価制度について ～「職員の力を引き出す人材マネジメント」～ 

 

平成 27 年１月８日 

広島県総務局人事課 

 

１ 人事評価制度導入の経緯 

（１） ミッション・バリューの策定 

 本県では，まず県庁の仕事を進めるに当たって，①「県民起点」，②「現場主義」，③

「予算志向から成果志向への転換」という「三つの視座」を設定し，ミッション・バリ

ューを「広島県職員の行動理念」として策定した。 

そして，マネジメントシステムを成果志向へ転換するために，施策の目標管理手法を

整備した。合わせて，ミッションの明確化による組織パフォーマンスの向上を図るため

に，管理職から一般職員までの一貫した「目標管理・評価システム」を導入することと

した。 

（２） 新たな人事評価制度（目標管理・評価システム）の導入 

職員の能力や実績，意欲を的確に把握し，職員個人の能力開発や組織としての成果に

結びつける「職員の力を引き出す人材マネジメント」を行うためには，客観的で公正な

人事評価システムを整備し，適正に運営していくことが不可欠である。 

目標管理・評価システムは，このような考えに基づき，従来の制度を見直した勤務成

績評定を基盤として，目標申告制度を活用した成果評価制度（目標申告・成果評価）や

異動希望調査等を組み合わせた新たな人事評価制度として構築され，平成 23年４月から

運用を開始した。また，平成 23年度からは本庁課長級以上の管理職の定期昇給を廃止し

て実質年俸制を導入し，平成 24年度からは全職員を対象に，目標管理・評価システムの

給与への反映を開始している（別紙１[p5]）。 

 

２ 目標管理・評価システム 

前述のとおり，評価を給与に反映させることとなると，評価の公平性，客観性，透明性，

納得性などがより一層担保されなければならない。そのためには，まず，トップから一般

職員まで目標を共有することが重要である。 

本県では４月にまず，知事と各局長との間で目標を確認し合うための面談（成果マネジ

メント）を行うことから年度が始まる。局長はここで知事と，自らの担当業務について，「実

現すべき姿」と「現状・課題」を踏まえて，「実現すべき姿」に近づけるために何をするか

を話し合い，一年後に実現されているべき状態を「目標」として設定する。 

その後，「目標管理・評価システム」は次のステップで運用される。 

（１）目標申告 

局長は部長と，部長は課長と，課長は課員と順次それぞれ面談し，目標や部下へ期待

することを提示するとともに，上司と部下で半年後に実現されているべき状態について
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話合い，評価シート（別紙２[p6]）により，部下が上半期の「目標」を設定し申告する。 

目標については，管理者層は５つ，その他の職員については３つを基本に設定するこ

ととしている。 

（２）総括面談 

上半期終了後，上司は部下と面談し，半年間の取組を「うまくいったこと／うまくい

かなかったことは何か」，「もう一度やり直せるとすれば，どこを直すか」，「半年の取組

の中で明らかになった課題は何か」などについて，振り返り，話し合う。 

（３）育成面談 

上司は，（２）の振り返りを踏まえて「目標の達成度」について評価し，再度部下と面

談し，「評価すべき点」や「改善すべき点」を具体的に伝える。評価結果を職員に開示す

ることで，できたこと・できなかったことをきちんと確認し，どうすればよかったか，

今後どうすればよいか話し合うことで，職員の育成を行う。 

そのため，評価に当たっては，単に掲げた「目標」に対する達成度を評価するだけで

なく，実施の過程で課題をどう把握し，解決に向けどのような手立てを講じたかといっ

たプロセスの評価も勘案することとしている（評価基準は別紙３[p7]のとおり）。 

この面談の結果は，下半期の「目標」の申告に活用される。続いて，下半期において

も，同様のステップで運用される。 

（４）勤務成績評定 

前述のステップと並行して，上司は，年間を通じた部下の日々の仕事振りについて，

能力・実績の観点から勤務成績評定を行う。 

その前段階で，部下においては，勤務成績評定の評定要素について自己申告を行う。

これにより，職員一人ひとりが自分自身の仕事振りを分析し，今後必要な取組を認識す

ることで，主体的に能力開発に取り組む契機とするとともに，上司はその内容を勤務成

績評定の判断材料として活用し，評価の納得性を高めることとしている。 

この評価結果を，下半期の育成面談時に目標申告の評価結果と合わせて開示すること

で，より一層効果的な人材育成につなげていく仕組みとしている。 

こうしたサイクルを上半期と下半期の２回，回す中でそれぞれのステップで上司と部下

が面談を行うことから，１年で５回程度（上半期の育成面談と下半期の目標申告の面談は，

通常同時に実施している。）の面談を行うことになる（別紙４[p8]）。また期中においても，

共有された「目標」の達成に向けて，上司と部下が進行状況について確認・相談するフォ

ローを随時行うことも推奨していることから，職場でのコミュニケーションの活発化が期

待される。 

また，管理職には，職員にビジョンを伝え，組織の向かう方向性を明確に示すとともに，

そこに至るために職員各人への期待を明確に示すことが求められる。そうしたマネジメン

トスタイルの改革を通じてＰＤＣＡサイクルを回すことを全職員に定着させることで，人

も組織も学習し進化する良循環が生まれる。 
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３ 勤勉手当，昇給への評価結果の反映 

評価結果の給与への反映も，「目標管理・評価システム」の構成要素のひとつとして位置

付けてある。職員のやる気と成果に対し給与面で応えるというものであり，勤勉手当の成

績率と昇給区分について，全職員を対象に平成 24 年から反映している（平成 26 年度の勤

勉手当及び昇給の反映基準は別紙５[p9]のとおり）。 

（１）勤勉手当 

勤勉手当の成績率への反映は，直近の目標申告の評価結果により行っている（上半期

の評価結果は当該年度の 12月期の勤勉手当へ，下半期の評価結果は翌年度の６月期の勤

勉手当へ反映）。 

目標申告の評価自体は絶対評価で行っているが，勤勉手当の支給財源が限られる中に

おいては，評価結果の相対化が必要である。本県においては，人事当局が各部局の職員

数に応じて上位区分成績率の適用者の推薦枠を設定し，その枠内で各部局からの推薦を

もらう。それをベースに全体で調整を行うことで相対化し，上位区分の適用者を決定し

ている。 

なお，特定幹部職員である部長級職員については，知事，副知事及び各局長を構成員

とする「成績判定会議」を開催し，その会議の中で各局長に自局の部長の目標の達成度

を報告させ，その報告を基に皆で議論して成績の順位付けを行っており，本県の特徴的

な取組のひとつと言えよう。 

（２）昇給区分 

昇給区分（４月１日）への反映は，前年度の勤務成績評定の評価結果により行ってい

る。上位区分者の決定の方法は，おおむね勤勉手当の場合と同様としている。 

なお，前述のとおり，本庁課長級以上の管理職については，年功的な要素を排除し能

力・実績を適切に評価する観点から，定期昇給廃止による実質年俸制度への移行を行っ

ている。各等級に３つのグレードを設け，昇格時には最下位のグレードから出発し，年

間の勤務成績が優秀であれば，翌年度に上位のグレードへアップする仕組みとしている。 

 

４ コンピテンシー・モデルの導入 

「目標管理・評価システム」を通じた人材育成を推進するためには，自ら能力を向上さ

せようとする際や上司が部下の能力を育成する際の指標として，職員に求められる能力や

行動が明確に示されていることが有効であると考えられる。そこで，平成 25年度に，管理

者層，監督者層，一般職員といった各階層の職員に求められる能力・行動を分かりやすく

８項目で示したコンピテンシーモデル（職務遂行能力）を整備した。このモデルでは，一

般職員を含む全ての職員に「リーダーシップ」を求めることを重視している。 

現在，このモデルを面談や期中のフォローの際に，具体的な人材育成のツールとして活

用しており，今年度の職員調査においても，約８割の評定者から，面談等の際に活用した

との回答があったところである。 
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５ 今後の課題 

（１）評価結果の精度向上に向けて 

平成 25年度の目標申告・成果評価の評定結果を分析したところ，中心化傾向や寛大化

傾向が見受けられた。評定者の一部に，評価のメリハリが失われている可能性，公正な

評価がなされていない可能性があったので，評定者研修で討議を行うとともに，各局で

評定者間の目線合わせを行った。また，上位評定を行う場合は必ず理由を記載するよう

見直しを行ったところである。 

引き続き，上司と部下で，また評定者間で，適正な目標設定と評価の目線合わせにつ

いて取り組み，評価精度の向上を図っていく必要がある。 

（２）より効果的な人材育成へ向けて 

本県では制度導入以来，毎年度職員の意識調査を行っている。その調査結果によると，

職員が制度の目的や意義について頭で理解し，実践している度合いは高い水準となって

おり，制度の一定の定着が進んでいると考えられる。一方で，「この「目標管理・評価シ

ステム」が自己の能力開発や仕事への意欲向上，職場の活性化につながっている」とい

う，制度への肯定・期待の度合いは，十分な水準に達していない。 

職員が「このシステムが自らの能力向上のために役立っている」と実感し，積極的に

活用することにより，所期の成果を挙げていくためには，面談や日々の業務の中で，部

下との間で率直な話合いを行い，効果的なフィードバックを通じて人材育成につなげて

いく上司の更なるスキルアップが必要である。このため，ケーススタディやロールプレ

イを盛り込んだ研修を，評定者に対して継続的に行うこととしている。平成 26年度にお

いては，春と夏にそれぞれ，新規評定者と評定者２年目の職員を対象に研修を行ってい

る。 
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広島県の人事評価制度（目標管理・評価システム）の概要 

 

                制度設計に当たっての視点 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                             補完  

 

 ↑   ↑    ↑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ①能力の活用と人材の育成を視点とした適材適所の人事配置と任用管理 

      ②職員のやる気と成果に応じた給与制度により職員個人に仕事へのインセンティブ

（やる気を引き立てるもの）を付与 

      ③職員個人の能力をより効果的に引き出し，伸ばすことを可能とする研修・能力開発 

○職員の意識改革 ○評価制度への信頼感の確立 ○環境整備 

評価結果

の反映 

公正性 合目的性 透明性 納得性 

勤務成績評定 異動希望調査 

実績 能力 

評定者研修・評定基準の公開・活用のための情報管理 
（結果のフィードバック・苦情相談） 

人事評価制度 

目標申告・ 
成果評価 

適性 

別紙１ 
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【１　目標申告】

重 達 達

当初

変更

当初

変更

当初

変更

（変更等）

（注）「重」欄は，重要度の高いものから順に「１」「２」「３」と数字を記入する。なお，重要度が同じ場合には，同一順位に設定することができる。

【２　目標以外の実績・組織貢献】

【３　プロセス評定】 【4　総合評定】

評定者

印

確認者

印

確
認

人
事
課
所
見

備考　目標の数が３項目を超える場合は，【１】の目標申告欄を追加（行挿入）すること。

評定
◎総括時に記入してください。

◆自由意見（担当職務の進め方について改善工夫ができることなど） 上司所見

業務内容 実績（何を達成したか・どんな貢献をしたか）〔自己申告〕

評定要素

業務の目的や「実現すべき姿」を念頭において適切に職務を遂行するとともに
目標達成に向けて努力をしているか。

評
定
者
記
載
欄

プロセス全体の評定

目標の設定

所
属

職
名

職員
番号

実
現
す
べ
き
姿

評定区分

当初面談日

面談者氏名

総括面談日

面談者氏名

目標申告・成果評価シート（平成○○年度上半期）

氏
名

具体的取組内容上半期の目標 上半期の取組みの自己評価

総合
評定

◎総括時に記入してください。

自己の活動内容を振り返り，うまくいった点，うまくいかなかった点について整
理し，課題を把握しているか。

上記の振り返りを踏まえ，改善策を検討し実行しているか。

③

①

②

現
状
・
課
題

下半期の課題

上司意見欄

コメント

総括

評点

上司所見

特　記　事　項

別紙２ 
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＜目標申告・成果評価の評価基準＞ 

■目標申告の評定 
個々の目標の重要度と達成度を踏まえて判定 

評点 評     定     基     準 

５ ○困難な目標であるにもかかわらず，目標を上回る成果をあげた。 

４ 
○目標を上回る成果をあげた。 
○困難な目標であるにもかかわらず，目標をほぼ達成した。 

３ 
○目標をほぼ達成した。 
○困難な目標であり未達成ではあったが，本人に要求されるレベルは満たしており，一
定の成果が認められる。 

２ 
○目標としては未達成だが，本人に要求されるレベルは満たしており，一定の成果が認
められる。 

１ 
○目標を大きく下回り，特段の成果が認められない。 
○通常の努力によって得られるはずの成果に及ばない。 

■プロセス評定 
 「業務遂行の姿勢」「振り返り・課題把握」「改善策の検討・実行」の３項目の評点の平均点 

評点 評     定     基     準 

５ 
○本人に要求される水準を著しく上回っており，他の職員の模範である。 
○総合的には指導の必要が全くない。 
（抜群である。） 

４ 
○失敗や問題点はほとんどなく，本人に要求される水準を上回っている。 
○総合的には指導の必要がほとんどない。 
（優良である。） 

３ 
○失敗や問題点は少々あるが業務には支障がなく，本人に要求される水準に達している。 
○総合的には通常の業務を通じた指導で十分である。 
（標準である。） 

２ 
○失敗や問題点が目につき業務にも若干の支障をきたしており，本人に要求されるレベ
ルを下回っている。 

○総合的には個別の指導が必要である。 

１ 
○失敗や問題点が多く業務に大いに支障をきたしており，本人に要求されるレベルを大
きく下回っている。 

○総合的には重点的かつ継続的な指導が必要である。 

■総合評定 
次の式により評点を算出し，得られた評点を次の基準に当てはめ，総合評定の評語を決定 

評点 ＝｛（目標申告の評定の点×α）／100｝＋｛（プロセス評定の点×β）／100｝ 
   ※α・βの係数 

評定区分 α β 

評定区分１（参事級以上） 90 10 

評定区分２（主査・主幹級） 70 30 

評定区分３（主任級以下） 50 50 

 
評語 評 点 

Ａ 4.5以上 

Ｂ 4.0以上 4.5未満 

Ｃ 3.0以上 4.0未満 

Ｄ 2.0以上 3.0未満 

Ｅ 2.0未満 
 

別紙３ 
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人事評価結果の活用面について 

 

                        寝屋川市 総務部 人事室 

 

１．任用への活用 

  昇任候補者試験（課長・係長）への反映 

  評価ランクごとに点数化し、採点時に加算 

Ｓ評価 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価 

30 点 25 点 23 点 20 点 15 点 

 

２．給与（昇給・勤勉手当）への活用 

 (1)定期昇給への反映 

  課長代理以上について、前年度の評価ランクを定期昇給に反映 

Ｓ評価は５号給（１号給加算）、Ｄ評価は３号給（１号給抑制） 

Ａ・Ｂ・Ｃ評価は４号給（標準） 

  ※係長以下については平成 28 年度１月１日の定期昇給から同様の内容で 

反映予定 

 

 (2)勤勉手当への反映 

  前年度の評価ランクを勤勉手当成績率に反映 

  ①課長代理以上           ②係長以下 

ランク 成績率（６月、12月）  ランク 成績率（６月、12月） 

Ｓ ８３．０／１００  Ｓ ７２．５／１００ 

Ａ ７３．５／１００  Ａ ６９．５／１００ 

Ｂ ６７．５／１００  Ｂ ６７．５／１００ 

Ｃ ６３．５／１００  Ｃ ６５．５／１００ 

Ｄ ６０．０／１００  Ｄ ５７．５／１００ 

 

   

11



３．分限への活用 

  係長以下の人事評価において、Ｄ評価を受けた職員並びに「協調性」「服務及

び地域協働意識」「責任感」「判断・実行力」の評価項目のうち２項目で最低点

を受けた職員を分限処分の指針に基づく指導対象職員に指定する。 

なお、指導対象職員の指定を受けたものが、改善傾向がなく指定の延長を受

けた場合、指定期間における勤務状況について職員人事審査委員会で審査し、

改善が見られない場合には分限処分の対象とする。 

 

４．人材育成への活用 

 (1)改善研修の実施 

  指導対象職員に指定されたものは、改善研修を受講するとともに、人事評価

とは別に低評価の原因に関わる業務遂行目標を設定し、６ヶ月間、所属長の指

導を受ける。６ヶ月間の勤務状況によりその達成度合いを評価し、結果に応じ

て指定解除又は指定の延長（３ヶ月間）を行う。 

 

 (2)人材育成目標の設定 

  係長以上の職員については、成果評価（実績評価）の目標設定において、人

材育成目標を設定し、評価の取組のひとつとして人材育成を進めるように制度

設計している。 

 

 (3)特別加点 

  ①スキルアップ加点 

   特定の研修の受講、資格を取得したものに対し特別加点をすることで、資

質向上へのモチベーションとする。 

  ②部局別目標貢献度加点 

   所属部局の目標の達成に顕著に貢献した所属職員全員を一律加点する。個

人ではなく所属職員全員に加点することで、チームワークの向上、コミュニ

ケーションの向上を図る。 
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５．評価ランクの決定 

  評価自体は絶対評価で点数化し、その合計点の上位から適用者割合に応じて

ランク付けする。 

 (1)課長代理以上        (2)係長以下 

ランク 適用者割合  ランク 適用者割合 

Ｓ  ５％  Ｓ ５％かつ一定点数以上 

Ａ ２０％  Ａ ７～１２％ 

Ｂ ５５％  Ｂ ８０％ 

Ｃ １５％  Ｃ ～８％ 

Ｄ  ５％  Ｄ 一定点数未満 

 

 

13



14



          
２

．
被

評
価

者
及

び
評

価
者

(
平

成
2
6
年

４
月

１
日

現
在

)
 

 
被

評
価

者
 

評
 

価
 

者
 

役
職

名
 

人
 

数
 

第
一

次
評

価
者

 
第

二
次

評
価

者
 

調
整

者
 

理
事

・
部

長
 

２
４

 
担

当
副

市
長

 
－

 
副

市
長

 
次

 
 

長
 

３
４

 
部

 
 

長
 

担
当

副
市

長
 

副
市

長
 

課
 

 
長

 
６

７
 

次
 

 
長

 
部

 
 

長
 

調
整

委
員

会
 

課
長

代
理

 
１

１
 

課
 

 
長

 
部

 
 

長
 

調
整

委
員

会
 

合
 

計
 

１
３

６
 

 
 

 
※

被
評
価
者
は
、
任
期
が
定
ま
っ
て
い
る
国
･大

阪
府
等
か
ら
の
派
遣
者
及
び
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
職
員
を
除
外
す
る
。

 
※

評
価

者
は

市
長

部
局

の
場

合
。

 
 

３
．

評
価

の
体

系
 
 
「

３
６

０
度

(
多

面
)
評

価
」

の
シ

ス
テ

ム
 

 

能
力

・
意

欲
評

価
 

⑴
 

上
司

に
よ

る
評

価
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
課

題
目

標
 

＋
 

特
別

加
点

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

成
果

評
価

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

部
局

別
目

標
へ

の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
貢

献
度

加
点

 
人

材
育

成
目

標
 

 
 

 
⑵

 
部

下
に

よ
る

評
価

 

 
 

 
原

則
と

し
て

、
評

価
者

は
被

評
価

者
の

直
近

の
部

下
２

名
と

す
る

。
 

⑶
 

同
格

者
に

よ
る

評
価

（
理

事
･
部

長
）

 

 
部

長
以

上
の

職
務

の
者

2
4
人

が
相

互
に

評
価

す
る

。
す

な
わ

ち
､
１

人
の

理
事

･
部

長
が

 

残
る

2
3
人

を
評

価
し

、
逆

に
１

人
を

2
3
人

が
評

価
す

る
。

 
こ

の
こ

と
に

よ
り

、
互

い
の

役
割

･
職

務
に

関
心

を
も

つ
よ

う
に

な
り

、
横

断
的

な
コ

ミ
ュ

 

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
充

実
を

図
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
 

⑷
 

自
治

経
営

評
価

（
理

事
･
部

長
）
 

 
各

理
事

･
部

長
の

行
財

政
改

革
に

対
す

る
取

組
姿

勢
等

に
つ

い
て

評
価

す
る

。
 

評
価

に
あ

た
っ

て
は

、
「

行
財

政
改

革
推

進
の

総
括

」
を

担
任

す
る

経
営

企
画

部
担

当
副

市
 

長
が

、
企

画
政

策
課

に
行

財
政

改
革

の
取

組
状

況
等

を
確

認
し

て
評

価
す

る
。

 

 

１
．

目
 的

 

⑴
 
『

頑
張

れ
ば

報
わ

れ
る

』
職

場
環

境
づ

く
り

 
⑵

 
人

事
評

価
に

対
す

る
公

平
･
公

正
さ

の
向

上
 

⑶
 

管
理

監
督

者
及

び
職

員
の

資
質

の
向

上
 

※
１

 
能

力
・

意
欲

評
価

 
ア

ピ
ー

ル
、

ア
ク

シ
ョ

ン
、

チ
ャ

レ
ン

ジ
の

３
分

野
に

関
す

る
各

評
価

項
目

に
つ

い
て

評
価

す
る

。
 

※
２

 
成

果
評

価
 

今
年

度
取

り
組

む
｢
課

題
目

標
｣
と

｢
人

材
育

成
目

標
｣
を

そ
れ

ぞ
れ

設
定

し
、
そ

の
達

成
度

等
を

評
価

す
る

。
 

・
 
課

題
目

標
 

次
の

６
分

野
か

ら
、

２
つ

以
内

で
目

標
を

設
定

す
る

。
 

⑴
 
市

政
運

営
方

針
（

所
信

表
明

）
 

⑵
 
第

五
次

総
合

計
画

 
 

 
⑶

 
実

行
シ

ー
ト

 
⑷

 
議

会
答

弁
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑸

 
事

務
事

業
改

善
計

画
 

 
 
⑹

 
そ

の
他

懸
案

事
項

 

 
 
※

⑶
 
実

行
シ

ー
ト

の
内
容
を
目
標
と
し
て
設
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
項
目
名
を
記
載
す
る
。
 

・
 人

材
育

成
目

標
 

人
材

育
成

を
ど

の
よ

う
に

行
っ

て
い

く
の

か
に

つ
い

て
、

指
定

さ
れ

た
目

標
と

､
そ

れ
以

外
に

あ
れ

ば
も

う
1
つ

目
標

を
設

定
す

る
。

 

※
１

 

※
2
 

５
．

評
価

結
果

の
反

映
 

⑴
 

定
期

人
事

異
動

に
お

け
る

昇
任

昇
格

 

⑵
 

６
月

･
1
2
月

の
ボ

ー
ナ

ス
に

お
け

る
勤

勉
手

当
及

び
定

期
昇

給
 

次
の

と
お

り
､
職

務
ご

と
に

被
評

価
者

を
Ｓ

か
ら

Ｄ
ま

で
の

ラ
ン

ク
に

付
し

､
勤

勉
手

当
及

び

定
期

昇
給

に
反

映
さ

せ
る

。
 

ラ
ン

ク
 

適
用

者
割

合
 

成
績

率
（

６
月

、
1
2
月

）
 

昇
給

号
給

数
 

加
算

又
は

抑
制

 

す
る

号
給

数
 

Ｓ
 

 
５

％
 

８
３

．
０

／
１

０
０

 
５

号
給

(
４

号
給

)
 

１
号

給
加

算
 

Ａ
 

２
０

％
 

７
３

．
５

／
１

０
０

 
４

号
給

(
３

号
給

)
 

標
 

 
 

準
 

Ｂ
 

５
５

％
 

６
７

．
５

／
１

０
０

 
４

号
給

(
３

号
給

)
 

標
 

 
 

準
 

Ｃ
 

１
５

％
 

６
３

．
５

／
１

０
０

 
４

号
給

(
３

号
給

)
 

標
 

 
 

準
 

Ｄ
 

 
５

％
 

６
０

．
０

／
１

０
０

 
３

号
給

(
２

号
給

)
 

１
号

給
抑

制
 

※
 

Ｓ
ラ

ン
ク

と
Ｄ

ラ
ン

ク
の

金
額

の
差

は
､
年

間
約

２
９

万
円

 

(
参

考
：

部
長

と
課

長
の

管
理

職
手

当
の

差
額

は
､
年

間
約

２
４

.
８

万
円

)
 

 
 

 
※

 
昇

給
号

給
数

の
（

 
 

）
内

の
号

給
数

は
、

７
級

以
上

の
職

員
。

 

 

寝
屋

川
市

 
マ

ス
コ

ッ
ト

キ
ャ

ラ
ク

タ
ー

 
「

は
ち

か
づ

き
ち

ゃ
ん

」
 

４
．

評
価

の
流

れ
 

 
 

目 標 設 定 （ 成 果 評 価 ）  

（ 成 果 評 価 ）  

「 重 点 度 ・ 難 易 度 」 の 設 定 

 

中 間 評 価( 基 準 日 Ｈ 2
6 ･ ９･ １) 

「 ４ 月 １ 日 ～ ８ 月 31 日 の 期

間 に お け る 、 年 度 途 中 の 評

価 」 面
談

後
～

1
0
月

 

評 価 基 準 日( Ｈ 2
7 ･ １ ・ １) 

１
月

 

成 果 評 価 ・ 能 力･ 意 欲 評 価 

部 下 評 価 ・ 同 格 者 評 価 

自 治 経 営 評 価  

評 価 の 実 施 

１
月

 
下

旬
 

評 価 結 果 の 通 知 2
月

 
 
 

《
 目

標
の

種
類

 》
 

５
月

 
 

６
月

 

下
旬

 
 

中
旬

 
～
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２
．

被
評

価
者

及
び

評
価

者
 

被
評

価
者

 
評

 
価

 
者

 
職

名
･
補

職
名

等
 

人
数

 
第

一
次

評
価

者
 

第
二

次
評

価
者

 
調

整
者

 
係

長
・

副
係

長
 

2
0
3
 

課
長

等
 

次
長

（
室

長
）

 

部
 

長
 

主
任
・
主

査
・
一

般
職

員
 

（
技

能
職

除
く

。
）

 
9
6
3
 

直
近

の
上

司
 

(課
長

代
理

､
係

長
又

は
副

係
長

) 
課

長
等

 
 

 
保

育
所

職
員

 
保

育
所

長
 

 
幼

稚
園

職
員

 
幼

稚
園

長
 

技
能

職
 

(
主

任
､
主

査
を

含
む

)
 

1
9
2
 

直
近

の
上

司
 

(課
長

代
理

､
係

長
又

は
副

係
長

) 
課

長
等

 
 

保
育

所
職

員
 

保
育

所
長

 
合

 
計

 
1
3
5
8
 

 
 

 
※

被
評
価
者
は
、

任
期

が
定

ま
っ

て
い

る
国

･
大

阪
府
等

か
ら

の
派
遣
者

及
び
非

常
勤
職
員

及
び
臨
時
職

員
を
除

外
す
る

。
 

※
評

価
者

の
変

更
・

調
整

等
に

つ
い

て
は

、
所

属
へ

の
調

査
を

も
と

に
人

事
室

で
定

め
る

。
 

 

評
価

補
助

者
 

 
 

 
評

価
者

が
被

評
価

者
の

業
務

現
場

や
日

常
的

に
見

る
こ

と
の

で
き

な
い

場
合

や
１

人
の

評
価

者
に

対
し

て
被

評
価

者
が

多
数

設
定

さ
せ

て
い

る
場

合
に

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
．

評
価

の
体

系
 
 
 

⑴
 

実
績

評
価

 
 

 
・

課
題

目
標

 
係

長
･
副

係
長

 
今

年
度

に
お

い
て

取
り

組
む

、
各

部
別

運
営

方
針

や
各

所
属

の
課

題
等

に
基

づ
い

て
、

担
当

す
 

る
グ

ル
ー

プ
の

目
標

を
設

定
し

、
そ

の
達

成
度

を
実

績
と

し
て

評
価

す
る

。
 

一
般

職
員

 
各

所
属

の
課

題
等

に
基

づ
い

て
個

人
目

標
を

設
定

し
、

そ
の

達
成

度
を

実
績

と
し

て
評

価
す

る
。

 

・
人

材
育

成
目

標
（

係
長

・
副

係
長

の
み

）
 

担
当

業
務

の
範

囲
内

で
部

下
職

員
の

全
体

的
か

つ
具

体
的

な
育

成
目

標
を

設
定

す
る

。
 

⑵
 

能
力

評
価

 

 
 

 「
係

長
・

副
係

長
」
「

主
任

・
主

査
・

一
般

職
員

」「
保

育
等

に
従

事
す

る
専

門
職

」
「

技
能

職
」「

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

」
の

区
分

ご
と

に
、

意
識

分
野

、
能

力
分

野
の

各
評

価
項

目
に

つ
い

て
評

価
す

る
。

 
    

⑶
 

部
局

別
目

標
へ

の
貢

献
度

加
点

 

 
課

（
室

）
単

位
の

実
績

を
評

価
し

、
部

局
別

目
標

へ
の

貢
献

度
が

顕
著

に
高

い
場

合
に

、
各

部
局

に
お

い
て

、

特
別

加
点

を
行

う
。

 

１
．

目
 的

 
⑴

 
『

頑
張

れ
ば

報
わ

れ
る

』
職

場
環

境
づ

く
り

 
⑵

 
人

事
評

価
に

対
す

る
公

平
･
公

正
さ

の
向

上
 

⑶
 

仕
事

へ
の

取
組

意
識

の
向

上
（

人
材

育
成

）
 

業
務

に
支

障
が

な
い

範
囲

内
で

自
主

的
に

職
務

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
に

つ
な

が
り

、
対

象
と

な
る

研
修

に
参

加
し

、
職

務
遂

行
に

活
用

す
る

又
は

、
職

務
に

密
接

に
関

連
し

、
対

象
と

な

る
資

格
を

取
得

す
る

等
、
新

し
い

知
識

等
の

習
得

に
努

め
た

場
合

に
は

、
特

別
加

点
を

行
う

。
 

６
．

評
価

結
果

の
反

映
 

⑴
 

定
期

人
事

異
動

 

⑵
 

昇
任

試
験

制
度

 

翌
年

度
の

昇
任

候
補

者
試

験
及

び
主

査
・

主
任

選
考

に
お

い
て

、
点

数
化

し
て

反
映

さ
せ

る
。

 

⑶
 

指
導

対
象

職
員

の
指

定
 

次
の

職
員

に
対

し
、
「

分
限

処
分

の
指

針
」

の
規

定
に

基
づ

く
指

導
対

象
職

員
に

指
定

す
る

。
 

①
 

「
Ｄ

」
の

評
価

ラ
ン

ク
の

職
員

 
②

 
「

協
調

性
」
「

服
務

及
び

地
域

協
働

意
識

」
「

責
任

感
」
「

判
断

・
実

行
力

」
の

評
価

項
目

の
う

ち
２

項
目

で
最

低
点

を
受

け
た

職
員

 
※

 
た

だ
し

、
再

任
用

職
員

及
び

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
つ

い
て

は
、

翌
年

度
の

任
期

更
新

を
行

わ
な

い
こ

と
と

す
る

。
 

※
 

「
Ｃ

」
以

下
の

評
価

ラ
ン

ク
を

経
年

的
に

取
得

し
て

い
る

職
員

に
対

し
て

は
、

今
後

総
合

的
に

対
応

を
検

討
す

る
。

 

⑷
 

６
月

･
1
2
月

の
ボ

ー
ナ

ス
に

お
け

る
勤

勉
手

当
 

平
成

2
5
年

度
の

人
事

評
価

に
よ

り
、

平
成

2
6
年

６
月

及
び

1
2
月

の
勤

勉
手

当
に

反
映

す
る

。
 

評
価

ラ
ン

ク
 

成
績

率
(
６

月
及

び
1
2
月

)
 

Ａ
 

6
9
.
5
/
1
0
0
 

Ｂ
 

6
7
.
5
/
1
0
0
 

Ｃ
 

6
5
.
5
/
1
0
0
 

※
「

Ｓ
」

の
評

価
ラ

ン
ク

を
取

得
し

た
職

員
は

、
「

Ａ
」

の
評

価
ラ

ン
ク

で
付

さ
れ

た
成

績
率

に
3
/
1
0
0
加

え
る

。
 

※
「

Ｄ
］

の
評

価
ラ

ン
ク

を
取

得
し

た
職

員
は

、
「

Ｃ
」

の
評

価
ラ

ン
ク

に
付

さ
れ

た
成

績
率

よ
り

8
/
1
0
0
減

ず
る

。
 

寝
屋

川
市

 
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

 
ロ

ゴ
マ

ー
ク

 

５
．

評
価

の
流

れ
 

 

～
 

《
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
加

点
》

 

目 標 設 定 

５
月

 
 
 

６
月

 
下

旬
 

 
中

旬
 

４
．

評
価

点
及

び
評

価
ラ

ン
ク

 
 

⑴
 

評
価

点
 

区
分

 
評

価
の

種
類

等
 

係
長

 
副

係
長

 

主
任

・
主

査
・

一
般

職
員

 
任

期
付

 
短

時
間

 
勤

務
職

員
 

 
保

育
等

に
従

事
す

る
専

門
職

 
技

能
職

 

実
績

 
評

価
 

課
題

目
標

 
2
5
 

2
5
 

2
5
 

2
5
 

―
 

人
材

育
成

目
標

 
1
0
 

―
 

―
 

―
 

―
 

能
力

 
評

価
 

意
識

分
野

 
2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

能
力

分
野

 
3
0
 

3
0
 

2
5
 

2
0
 

1
5
 

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

加
点

 
 
3
 

 
3
 

3
 

3
 

 
3
 

組
織

へ
の

貢
献

度
の

加
点

 
 
5
 

 
5
 

5
 

5
 

 
5
 

合
 

計
 

9
3
 

8
3
 

7
8
 

7
3
 

4
3
 

⑵
 

評
価

ラ
ン

ク
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 右

表
の

■
に

入
る

区
分

別
点

数
 

評
価

 
ラ

ン
ク

 
適

用
者

割
合

等
 

 
係

長
 

副
係

長
 

主
任

・
主

査
・

一
般

職
員

 
任

期
付

 
 

 
保

育
等

に
従

事
す

る
専

門
職

 
技

能
職

 

Ｓ
 

５
％

以
内

か
つ

■
点

以
上

 
 

8
4
 

7
4
 

6
9
 

6
4
 

3
4
 

Ａ
 

７
～

1
2
％

 
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

Ｂ
 

8
0
％

 
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

Ｃ
 

～
８

％
 

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 

Ｄ
 

合
計

点
数

■
点

未
満

 
 

2
8
 

2
4
 

2
2
 

2
0
 

1
4
 

 

～
 

中 間 評 価 基 準 日( Ｈ 26 ･ ９･ １) 

中 間 評 価 ( 能 力 評 価) 

 警 告 や 気 づ き を 啓 発 
 評 価 年 度 途 中 に お け る 

中 間 面 談 

年
度

 
当

初
 

評 価 基 準 日( Ｈ 27 ･ １･ １) 

実 績 評 価 

能 力 評 価 

部 局 別 目 標 へ の 貢 献 度 加 点  

評 価 の 実 施 
 

 

２
月

 
上

旬
 

 評 価 結 果 の 説 明 
 

改 善 点 ・ 能 力 開 発 に つ い て 

期 末 面 談 

２
月

 
３

月
 

 
末

 
 
 
 
末

 
 

～
 

８
月

 
 
 

９
月

 
下

旬
 

 
末

日
 

～
 

面
談

 
 
 

1
0
月

 
後

 
 

 
末

日
 

～
 

期 初 面 談( 必 要 に 応 じ て 実 施 ) 
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人事評価制度に関する実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

(理事～課長代理) 

 

 

《平成２６年度》 
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総 務 部  人 事 室 
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１ 目 的 

この実施要領は、平成２６年度における課長代理以上の職員を対象とした人事評価

制度の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 被評価者（評価の対象者）の範囲 

被評価者は､評価基準日において､次の補職を有する者とする。 
 

職  務 補 職 名 

部長以上の職務 理事、部長 

部長を補佐する職務 次長 

課長の職務 課長 

課長を補佐する職務 課長代理 
 
ただし、次の者は、被評価者から除外する。 

⑴ 任期が定まっている大阪府等からの派遣者 

⑵ 長期の休業等により評価基準日において実勤務日数が 90 日に満たない職員 

⑶ 非常勤職員 

３ 評価期間 

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

４ 評価基準日 

平成２７年１月１日現在（評価基準日から平成２７年３月３１日の期間は、見込み

により評価する。） 

なお、第一次評価者については、一定期間（４月１日～８月３１日）の能力評価に

ついて中間評価を行う。 

５ 評価の概要 

⑴ 評価の構成 

   
上司による評価 

  
    

全員（課長代理以上）が対象      
   

部下による評価 
 

調  整 
（総合評価） 

    
      
  

同格者による評価 
  

    
理事、部長が対象      

   
自治経営評価 

 
     
      

 

 －1－ 
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＋ 

⑵ 評価の内容 

Ⅰ 上司による評価 

① 評価事項 

 

 

 

 

 

 

 

 
ア 能力・意欲評価 

次の３分野に関する各評価項目について評価する。 

⒜ アピール 

これからの管理職にとっては、目標、方針や考え方を明確にし、相手を説得

あるいは納得させる力が重要になってくる。そのためには、まず自分の存在を

「見える」ようにしているかどうかを評価する。 

評 価 項 目 及 び 着 眼 点 

議会での答弁、会議等での発言が積極的である。 

議会での答弁、会議等での発言が的確である。 

上司等への意見、報告などを、要点を整理し、数字や事実に基づいて端的に
行うことができる。 

意見や考え方が前向きで建設的である。 

管理職として態度、言動が自信と安定感を感じさせる。 

自分の意見を持ち、表現能力がある。 

 

 

 

 

 

 

 

上司による評価 

能力・意欲評価 

成果評価 

アピール 

アクション 

チャレンジ 

課題目標 

人材育成目標 

特別 

加点 

チャレンジ度 

コスト意識度 
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⒝ アクション 

主に従来の一般的な人事評価項目であるが、能力をもっているかどうかでは

なく、どのように行動しているかを評価する。 

評 価 項 目 及 び 着 眼 点 

責任感 
失敗した場合など、言い訳や責任回避ばかりでなく真摯に
自分も含めての責任の所在を明らかにし、的確に対処しよ
うと努めている。 

統率・指導力 
目的を達成するために、部下をうまく指導し、まとめて率
いるとともに、部下への適正な評価ができている。 

協調性 
自己の立場や都合に固執せず、組織の目標に対して、部下・
同僚とともに協力することに努めている。 

企画・計画 
問題点を把握し、それらを解決するための方策を見いだし、
実現のための段取りを組み立てている。 

判 断 
状況の変化を的確に予測し、最も適した行動や結論を導き
出している。 

交渉・折衝 

期待される成果を実現するために、組織の目的や自分の意
思を相手に十分に伝達、説得し、組織の方針や人間関係を
損なうことなく、効果的に理解させるよう、調整を図って
いる。 

情 報 仕事に必要な情報を的確に収集し、提供している。 

市民・地域協働
視点 

市民の視点で、求められているサービスが何かを常に考え、
提供している。 
地域協働職員としての職務を意識した行動に努めている。 

 

⒞ チャレンジ 

新しい事態や困難な環境の中で、いかに積極的に行動しているかを評価する。 
評 価 項 目 及 び 着 眼 点 

人材や予算など与えられた環境のもとで、常に最善の努力をしようとしてい
る。 

上司の指示に対し、言われたとおりだけでなく、より以上の結果を出そうと
努めている。 

考え方や問題意識は、常に今の自分の職責以上のものを持っているあるいは
持とうとしている。 

困難な場面や問題にも、言い訳や逃れることをせずに、自分の職責を自覚し、
行動して解決に努めている。 

環境の変化や新しいことについても、関心を持って適応し、対応しようとし
ている。 

前例にとらわれない発想及び考え方を持ち、仕事にも活用している。 

社会情勢の動向などに、幅広い関心と知識を持っている。 

インターネットやパソコンなどＩＴ、ＯＡ技術に知識と関心を持ち活用して
いる。 

 －3－ 
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イ 成果評価 

今年度において取り組む課題目標・人材育成目標を設定し（成果評価シートに

記入する。）、その達成度等を成果として評価する。 
目標設定は、ＰＤＣＩサイクルに基づき、設定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
② 目標設定及び評価の流れ 

 

５月中旬  課題目標案・人材育成目標案を設定 
   

５月下旬 
～６月中旬 

 
第一次評価者と被評価者及び第一次評価者と第二次評価者の

ヒアリング等により、課題目標案・人材育成目標案、「重点度」

及び「難易度」を確定 
   

９月１日 
～10 月下旬 

 中間評価 
（評価基準日：平成２６年９月１日） 

 
4 月 1 日から８月 31日までにおける能力・意欲評価について、

第一次評価者のみが面談実施後に評価する。（特に標準点未満の

項目については、適宜フィードバックを行う。） 
   

１月１日 
～２月上旬  期末評価 

評価基準日（平成２７年１月１日） 

③ 被評価者 

理事から課長代理までの職員とする。 

④ 評価者 

ア 第一次評価者は、原則として被評価者の直近の上司とする。 
イ 第二次評価者は、原則として第一次評価者の直近の上司とする。 
ただし、被評価者は、第一次評価者が評価を行う前に自己評価を行う。 

 
⒜ 課題目標 

次の６分野から２つ以内で、目標を設定する。ただし、実行シート項

目関連から設定する場合には、取組名を記載する。 
⑴ 平成２６年度市政運営方針 ⑵ 第五次総合計画 

⑶ 実行シート        ⑷ 議会答弁 

⑸ 事務事業改善計画     ⑹ その他懸案事項 
 

目標の種類 

⒝ 人材育成目標 
各職場において、人材育成をどのように行っていくのかについて、指

定された目標（職場におけるコミュニケーションの向上、情報の共有化、

資質の向上を図るための目標）と、それ以外にあればもう１つ目標を設

定する。 
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【市長部局等（教育委員会事務局を除く。）の職員】 

被評価者 第一次評価者 第二次評価者 

理事、部長 担当副市長 － 
次長 部   長 担当副市長 

課長 次   長 部   長 

課長代理 課   長 部   長 
 

【教育委員会事務局の職員】 

被評価者 第一次評価者 第二次評価者 

理事、部長 教 育 長 担当副市長 

次長 部   長 教 育 長 

課長 次   長 部   長 

課長代理 課   長 部   長 

※ 評価者については、人事室で定める。 

⑤ 勤務状況記録 

評価者（第一次評価者）は、被評価者一人一人について、職務上適切に対応した

状況やそうでなかった状況等を観察し、記録することが重要である。 
なお、勤務状況記録は、人事評価時の基礎資料となるものであり、被評価者に評

価結果を説明する際にも使用する資料とするものである。 
（指定した様式はありません。） 
【評価記録期間】 

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

なお、取扱いについては、次のとおりとする。 

・平成２６年４月～平成２７年３月 

被評価者の状況を逐次記録する。 
（平成２７年１月～平成２７年３月） 

被評価者の状況を逐次記録し、評価結果が、第一次評価者による評価後、

著しく変わる場合には、補正を行う。 
⑥ 評価方法等 

すべての項目について「絶対評価」を行う。 

なお、能力・意欲評価については、標準点を「６」とし、「１０」「９」「１」の評

価をする場合には、コメントを記載する。 

 

 －5－ 
23



 第一次評価者  

◆ 能力・意欲評価 

「勤務状況記録」を参考に、他の職員との比較ではなく、被評価者の職責・

経験等を踏まえ、評価項目ごとに設定された着眼点に照らして、１０段階の「絶

対評価」を行う。 
◆ 成果評価 

当初に設定した課題目標・人材育成目標について、達成度等を成果として評

価する。〔被評価者の人柄や姿勢等に捉われることなく、目標達成に向けた行動

とその成果を客観的に評価する。〕 
【成果評価シート】 

・課題目標 

目標の達成状況と、本人がその目標達成においていかに貢献したかについ

て、被評価者とヒアリングのうえ、５段階の「絶対評価」を行う。 
・人材育成目標 

被評価者とヒアリングのうえ、どれだけ人材育成に取り組み、効果を挙げ

たかについて、４段階の「絶対評価」を行う。 
 

 第二次評価者  

◆ 能力・意欲評価 

第一次評価者の説明を受け、１０段階の「絶対評価」を行う。 

◆ 成果評価 

当初に設定した課題目標・人材育成目標について、第一次評価者の評価を参

考に、より広い視点で第一次評価者用と同様の方法で評価する。〔被評価者の人

柄や姿勢等に捉われることなく、目標達成に向けた行動とその成果を客観的に

評価する。〕 

※ 特別加点 

課題への果敢な挑戦や、コスト意識を持った職務遂行により、部局別目標達成へ

の貢献度が 顕著に高かった場合のみ 、特別加点として加算する。 

※ 評価の凡例 (１０段階による評価の場合) 

 評 価 点 数 
申し分なくできた ９・10 
よくできた ７・８ 
ほぼできた ５・６ 
あまりできなかった ３・４ 
できなかった １・２ 
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Ⅱ 部下による評価 

① 評価事項 

「上司による評価」と同じ『能力・意欲評価』のアピール、アクション、チャレ

ンジについて評価する。 

【アピール】 
評  価  項  目  及 び  着  眼  点 

意見や考え方が前向きで建設的である。 

管理職として態度、言動が自信と安定感を感じさせる。 

自分の意見を持ち、表現能力がある。 

【アクション】 

評  価  項  目  及 び  着  眼  点 

責任感 
失敗した場合など、言い訳や責任回避ばかりでなく真摯に自
分も含めて責任の所在を明らかにし、的確に対処しようと努
めている。 

統率力 
目的を達成するために、部下をうまく指導するとともに、ま
とめ率いている。 

協調性 
自己の立場や都合に固執せず、組織の目標に対して、部下・
同僚とともに協力することに努めている。 

企画・計画 
問題点を把握し、それらを解決するための方策を見いだし、
実現のための段取りを組み立てている。 

判 断 
状況の変化を的確に予測し、最も適した行動や結論を導き出
している。 

交渉・折衝 
期待される成果を実現するために、組織の目的や自分の意思
を相手に十分に伝達、説得し、組織の方針や人間関係を損な
うことなく、効果的に理解させるよう、調整を図っている。 

指導・部下育成 
職務遂行上、目的・方針を明確にしながら、命令・指示を行
い、その能力を発揮させるようにしている。 

情 報 仕事に必要な情報を的確に収集し、提供している。 

市民・地域協働
視点 

市民の視点で、求められているサービスが何かを常に考え、
提供している。 
地域協働職員としての職務を意識した行動に努めている。 
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【チャレンジ】 

評  価  項  目  及 び  着  眼  点 
人材や予算など与えられた環境のもとで、常に最善の努力をしようとしてい
る。 

上司の指示に対し、言われたとおりだけでなく、より以上の結果を出そうと
努めている。 

考え方や問題意識は、常に今の自分の職責以上のものを持っているあるいは
持とうとしている。 

困難な場面や問題にも、言い訳や逃れることをせずに、自分の職責を自覚し、
行動して解決に努めている。 

環境の変化や新しいことについても、関心を持って適応し、対応しようとし
ている。 

前例にとらわれない発想及び考え方を持ち、仕事にも活用している。 

社会情勢の動向などに、幅広い関心と知識を持っている。 

インターネットやパソコンなどＩＴ、ＯＡ技術に知識と関心を持ち活用して
いる。 

② 被評価者 

理事から課長代理までの職員とする。 

③ 評価者 

原則として、被評価者の職務上の部下２名とする。 

④ 評価方法 

評価項目ごとに設定された着眼点に照らして、１０段階の「絶対評価」を行う。 

Ⅲ 同格者による評価 

① 評価事項 

アピール、アクション、チャレンジについて評価する。 

評  価  項  目  及 び  着  眼  点 

アピール 
・議会での答弁、会議での発言が積極的であり、的確である。 
・態度、言動に自信と安定感を感じさせ、意見や考え方が前向
きである。 

アクション 
・積極的な組織運営をしている。 
・組織全体の運営、部局を超えた協調性を持っている。 

チャレンジ 
・何事にも積極的で、常にプラスアルファの結果を出そうと努

めている。 
・スピードとタイミングを重視した施策の遂行に努めている。 
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② 被評価者 

理事、部長とする。 

③ 評価者 

被評価者以外のすべての理事、部長とする。 

④ 評価方法 

評価項目について１０段階の「絶対評価」を行う。 

Ⅳ 自治経営評価 

① 評価事項 

行財政改革に対する取組姿勢等を評価する。 

評  価  項  目  及 び  着  眼  点 

行
財
政
改
革 

Ａ 実績･成果 
・実施項目は計画どおりに実施しているか。 
・実施した項目について、人的、経済的及び市民

サービスの向上に対する効果はどうか。 

Ｂ 意欲・意識・姿勢 
・実施項目の実施に対する意欲が感じられるか。 
・行財政改革に対する意識はどうか。 
・行財政改革に対する姿勢は積極的か。 

Ｃ 困難さ・ハンディ 
・実施項目数の多少 
・実施項目を実現するための相対的な困難さ 

Ｄ 経営感覚 
・市経営についての危機感 
・市経営についての責任感 

② 被評価者 

理事、部長とする。 

③ 評価者 

経営企画部担当副市長とする。 

④ 評価方法 

経営企画部に行財政改革の取組状況等を確認のうえ、評価項目について６段階の

「絶対評価」を行う。 
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⑶ 調 整 

① 調整事項 

被評価者全体の中で、相対的な評価の偏りを是正し、評価結果の均衡を図るため、

各評価後に調整を行うものである。 

② 被評価者 

理事から課長代理までの職員とする。 

③ 調整者 

下記のとおりとする。 

なお、「調整委員会」は、総務部長、総務部人事室長で構成する。 
 

被 調 整 者 調 整 者 
理事、部長 副 市 長 
次長 副 市 長 
課長 調整委員会 
課長代理 調整委員会 

⑷ 補 正 

次年度の人事異動及び勤勉手当に反映させるために、平成２７年１月１日を基準

として評価を行うことから、基準日以降に著しい評価の変更があった場合に、年度

末までに評価の補正を行う。 

６ 評価の流れ 

対象 評価項目  期初 

⇒ 

中間 
（9月1日基準） 

⇒ 

期末 
（1月1日基準） 

⇒ 

評
価
決
定 

理
事
・ 

部
長 

上司による評価 
能力意欲評価  ― 中間評価 

期
末
評
価 

⇒ 

調
整
者
調
整 

成果評価  目標設定 進捗確認 

部下による評価  ― ― 

同格者による評価  ― ― 

自治経営評価  ― ― 

             

対象 評価項目  期初 

⇒ 

中間 
（9月1日基準） 

⇒ 

期末 
（1月1日基準） 

⇒ 

評
価
決
定 

次
長
～ 

課
長
代
理 

上司による評価 

能力意欲評価  ― 中間評価 

期
末
評
価 

⇒ 

調
整
委
員
会
調
整 

成果評価  目標設定 進捗確認 

部下による評価  ― ― 

 

 －10－ 
28



７ 評価点及び評価ランク 

（１）評価点 

 理事、部長 

評価の種類等 点 数 

上司による評価 ６００ 

 能力・意欲評価  （注１） （３００） 

 成果評価     （注２） （３００） 

部下による評価 １００ 

同格者による評価 １００ 

自治経営評価 １００ 

合   計   （注３） ９００ 

（注１） ２２０点満点（能力・意欲評価）を３００点満点に換算する。 

（注２） 課題目標（１６４点満点）と人材育成目標（３０点満点）の合計１９４

点満点を３００点満点に換算する。 

  次長から課長代理まで 

評価の種類等 点 数 

上司による評価 ６００ 

 能力・意欲評価  （注１） （３００） 

 成果評価     （注２） （３００） 

部下による評価 １００ 

合   計   （注３） ７００ 

（注１） ２２０点満点（能力・意欲評価）を３００点満点に換算する。 

（注２） 課題目標（１６４点満点）と人材育成目標（３０点満点）の合計１９４

点満点を３００点満点に換算する。 

（2）調整点 

  調整者等は、総合的かつ相対的に評価し、５０点以内を加点することにより調整す

る。 
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７ 評価ランク 

  評価点の合計（調整点含む）を基に、下記の適用者割合に応じてランク付けを行う。 
評価ランク 適用者割合 

Ｓ ５％ 

Ａ 20％ 

Ｂ 55％ 

Ｃ 15％ 

Ｄ ５％ 

 

８ 評価の反映等 

 ⑴ 定期人事異動（昇任・昇格を含む。） 

 ⑵ 勤勉手当（６月及び１２月）及び定期昇給 

平成２６年度の人事評価により、平成２７年６月及び１２月の勤勉手当及び定期昇給に

反映する。 
（反映方法） 

  ア 職務ごとの人数（平成２７年１月１日現在の職員で、「２．被評価者（評価の対

象者）の範囲」で定められた者。）に評価ランク別に適用者割合を乗じ、適用者数

を決定する。 
  イ 上記７で採点した結果に基づき、下記の表のとおり、適用者、成績率及び昇給

号給数を決定し、勤勉手当及び定期昇給に反映させる。 
【成績率等】 

評価ランク 
成 績 率 

（６月、１２月） 
昇給号給数 

加算又は抑制 

する号給数 

Ｓ 83.0／100 
５号給 

(４号給) 
１号給加算 

Ａ 73.5／100 
４号給 

(３号給) 
標   準 

Ｂ 67.5／100 
４号給 

(３号給) 
標   準 

Ｃ 63.5／100 
４号給 

(３号給) 
標   準 

Ｄ 60.0／100 
３号給 

(２号給) 
１号給抑制 

※成績率については、制度改正により変更する場合があります。 

※昇給号給数の（ ）内の号給数は、７級以上の職員。 

⑶ 再任用職員については、⑴⑵による反映を行わず、次年度の任用･配属に反映させる。 
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９ 評価結果の本人通知 

⑴ 通知の範囲 

本人の評価ランク・総合点 及び 当該職務の平均点・最高点・最低点 

⑵ 通知の時期 

平成２７年２月 

⑶ 通知の方法 

人事室が第二次評価者を通じて、被評価者に文書で通知する。 

10 開示請求 

⑴ 開示の範囲 

当該被評価者の評価ごとの合計点（換算後）とする。 
ただし、上司による評価については、第二次評価結果の合計点（換算後）のみと

する。 
⑵ 開示請求の方法 

第二次評価者は、評価ごとの最終結果を被評価者に伝える。 

11 面談 

職員が自分の能力･行動特性を正しく認識し､今後の職務遂行上の行動の改善や能力

開発につながるよう、すべての被評価者に対して、面談を実施し、評価内容のフィー

ドバックを行う。 

⑴ 期初面談（必要に応じて実施） 

 ① 面談者 

原則として第一次評価者が行う。 

  ② 面談の内容・方法 

    年度当初に、被評価者が課題目標を設定するに当たって、その助言・指導を行

う。対象の被評価者が多く、個別に面談ができない場合には、グループ会議形式

などにより、目標設定の考え方を伝える。 

 ⑵ 中間面談 

  ① 面談者 

    原則として第一次評価者が行う。 

  ② 面談の内容・方法 

    年度途中での業務の進捗確認、職員への注意・指導、被評価者が業務を進める

に当たって思っていることの聴取などにより、評価年度途中における警告や、各

職員の気づきを啓発する。 
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 ⑶ 期末面談 

  ① 面談者 

    原則として､部長等が行う。 

  ② 面談の内容・方法 

・ 評価内容（評価の根拠等）を口頭で伝える。 

・ 当該年度における職務遂行上の行動の中で､褒める点及び反省すべき点につい

て、理由を説明し、お互いの理解を深める。 

・ 今後、更に伸ばすべき点あるいは改善すべき点、どのように能力開発に取り組

んでいくかなどについて、率直に意見交換を行う。 
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１．目的 
 

 

この実施要領は、平成２６年度における係長以下の職員を対象とした人事評価制度の

実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。 
 

 

被評価者は､評価基準日において､係長以下の者とする。 
ただし、次の者は、被評価者から除外する。 
⑴ 任期が定まっている大阪府等からの派遣者 

⑵ 長期休業等により評価基準日において実勤務日数が 90日に満たない職員 

⑶ 非常勤職員及び臨時職員 

 

 
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

 

 
平成２７年１月１日現在（評価基準日から平成２７年３月３１日の期間は、見込みに

より評価する。） 
なお、第一次評価者については、一定期間（４月１日～８月３１日）の能力評価につ

いて中間評価を行う。 

 

 
   

実績評価 
  

     

      

   
能力評価 

 
上司による評価 

調  整 
（総合評価） 

   
 

     
  

スキルアップ加点 
  

      

      

   
部局別目標への貢献度の加点 ･･･ 部長による評価 

   
   

２．被評価者（評価の対象者）の範囲 

３．評価期間 

４．評価基準日 

５．評価の構成 
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Ⅰ 実 績 評 価 

今年度において取り組む目標を設定し（実績評価シートに記入する。）、その達成

度を実績として評価する。 

⑴ 目標設定 

① 係長・副係長 

ア 課題目標 

今年度において取り組む、各部局別運営方針や各所属の課題等に基づいて、

担当するグループの目標を設定し、その達成度を実績として評価する。 
イ 人材育成目標 

担当業務の範囲内で部下職員の全体的かつ具体的な育成目標を設定する。 
② 主任・主査・一般職員 

各所属の課題等に基づいて個人目標を設定し、その達成度を実績として評価

する。 

⑵ 自己評価 

年度内における、本人の業務の難易度、実績・成果を振り返り、今後に活かすこ

とを目的として、当初設定した個人目標（係長については課題目標及び人材育成目

標）の実績について、自己評価をする。 

⑶ 目標設定及び実績評価の流れ 
  

５月中旬 
～６月中旬 

 個人目標の設定 
（必要に応じて、第一次評価者による期初面談を実施する） 

   
  

 
 

１月１日 
～２月上旬 

 
 

期末評価 
評価基準日（平成２７年１月１日） 

 
 
 
 

任期付短時間勤務職員について 

実績評価の対象外であるが、各所属の課題等を踏まえて個人の目標を設定し評

価者に提出する。（中間及び期末面談等において進捗状況、達成度等を確認する。） 

６．評価の内容 

- 2 - 
36



Ⅱ 能 力 評 価 

⑴ 評価項目 

次の区分ごとに、「○」のある各評価項目について評価する。 

区分  

 

評価項目 

係 長 

副係長 

主任・主査・一般職員 
任期付 

短時間 

勤務職員  
保育等に 

従事する 

職員 

単純労務 
職員 

意
識
分
野 

積極性 ○ ○ ○ ○ ○ 

協調性 ○ ○ ○ ○ ○ 

服務及び地域協働意識 ○ ○ ○ ○ ○ 

責任感 ○ ○ ○ ○ ○ 

能 

力 

分 

野 

知識･技術力 ○ ○ ○ ○ ○ 

企画･調整力 ○ ○ － － － 

統率･育成・評価力 ○ － － － － 

判断･実行力 ○ ○ ○ ○ ○ 

成長力(成長促進力) － ○ ○ － － 

事務･業務改善力 ○ ○ ○ ○ － 

部下(同僚)からの信頼 ○ ○ ○ ○ ○ 

※ 保育等に従事する職員とは、保育所、幼稚園等で勤務する保育士、教員、児童指導

員、看護師等をいう。 

※ 再任用職員は、正規職員と同様その職務・職種に応じて区分する。 

⑵ 評価項目の内容及び標準点 

① 意識分野 

ア 積極性 

定 義 
現状に満足せず、新たな目標や課題に対して積極的に取り組

めているかを問う項目 

標
準
点 

係長･ 
副係長 

担当業務を意欲的にこなし、課題に対しても前向きに取り組

んでいる。 
主任･ 
主査 

一般
職員 
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イ 協調性 

定 義 
職場の上司・同僚・部下と円滑なコミュニケーションを図れ

ているかを問う項目 

標
準
点 

係長･ 
副係長 

グループの長としてチームワークの向上に努め、上司・同僚等に報
告・連絡・相談を行い、協力的な関係を築いている。 

主任･ 
主査 

上司・同僚等に報告・連絡・相談を行い、上司を補佐するも

のとして所属するグループのチームワーク向上に努め、協力

的な関係を築いている。 

一般
職員 

同僚職員と協力的な関係を築き、チームワークの向上に努め、

上司に報告・連絡・相談を行っている。 

ウ 服務及び地域協働意識 

定 義 
公務員としての自覚を持ち、市民の視点及び地域協働を意識

しているかを問う項目 

標
準
点 

係長･ 
副係長 

市民や周囲の職員に不快な印象を与えていない身だしなみ・

言葉づかいができ、市民の視点に立って考えるとともに、地

域協働を意識した行動に努めている。 

主任･ 
主査 

一般

職員 

エ 責任感 

定 義 責任を持って業務を遂行しているかを問う項目 

標
準
点 

係長･ 
副係長 

組織内における自分の職責を理解し、部下を指示しながら業

務に取り組んでいる。 

主任･ 
主査 

組織内における自分の職責及び職務を理解し、上司の指揮の

もと同僚に助言・指導しながら業務に取り組んでいる。 

一般

職員 

組織内における自分の職務を理解し、担当業務に取り組んで

いる。 

② 能力分野 

ア 知識・技術力 

定 義 
職務に必要な知識や技術を持っているか、また知識を得よう

とする意欲があるかを問う項目 

標
準
点 

係長･ 
副係長 

担当するグループの業務、制度等について基本的な知識･技術

を身につけ、実務に活用できている。 

主任･ 
主査 

所属するグループの業務、制度等について基本的な知識･技術

を身につけ、実務に活用できている。 

一般 

職員 

在課年数に応じ、担当する業務について基本的な知識・技術

を身につけ、実務に活用できている。 
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イ 企画・調整力 

定 義 
目標達成・課題解決に向け有効な方策を構築し、関係者と円

滑な交渉・調整ができるかを問う項目 

標
準
点 

係長･ 
副係長 

課題に対して具体的な対応策を提案し、関係者に対して調整

を行っている。 

主任･ 
主査 

所属するグループの課題に対して具体的な対応策を提案し、

関係者との調整に努めている。 

一般

職員 

担当する業務について、課題に対して具体的な対応策を提案

し、関係者との調整に努めている。 

ウ 統率・育成・評価力 

定 義 

組織としての方針を部下に理解させ統率するとともに、的確

な指導・助言を行い育成に努めているか、また人材育成の視

点等を持って、その部下に対する評価を適正に行えているか

を問う項目 

標
準
点 

係長･ 
副係長 

目標や計画に則して、部下職員に対して指示・命令を行い､

助言・指導によりその育成に努めている。 

また人事評価にあたっては、評価基準に沿って適正に行うこ

とができている。 

エ 判断・実行力 

定 義 
状況を的確に把握した判断を行い、担当業務を、迅速かつ的

確に処理できるかを問う項目 

標
準
点 

係長･ 
副係長 

業務の優先順位等に関して適切な判断をし、係長がやるべき

業務を把握し、業務を停滞させていない。 

主任･ 
主査 

業務の優先順位等に関して適切な判断をし、主任・主査とし

てやるべき業務を把握し、業務を停滞させていない。 

一般 

職員 

業務の優先順位等に関して適切な判断をし、業務遂行の期限

を守り、業務を停滞させていない。 

オ 事務･業務改善力 

定 義 自ら職場の事務改善を進めているかを問う項目 

標
準
点 

係長･ 
副係長 

自ら職場の事務改善を進め、職員提案制度等を活用するなど

し、部下職員にも改善意識をもって業務に取り組むよう指導

している。 

主任･ 
主査 

自ら職場の事務改善を進め、職員提案制度等を活用するなど

し、所属するグループ内の職員にも改善意識をもって業務に

取り組むよう指導している。 

一般

職員 

業務改善を提案するとともに、職員提案制度等を活用するな

どし、事務改善を進めている。 
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カ 成長力・成長促進力 

・成長力（新規採用職員及び異動１年目の職員） 

定 義 
上司・同僚職員からの指導・助言を身につけているかを問う

項目 

標
準
点 

一般 

職員 

上司・同僚職員から聞いた助言・ノウハウ等を自分のものに

し、自らも知識を得ようとしている。 

・成長促進力（「成長力」の対象以外の職員） 

定 義 
的確な指導・助言を行い同僚職員の成長に努めているかを

問う項目 

標
準
点 

主任･ 
主査 

上司を補佐し、一般職員や同僚に対して、業務の助言・支

援・指導に努め、所属するグループのリーダー的役割を果

たしている。 

《第１次評価者に設定された主任のみ追加》 

人材育成の視点等を持って、その部下に対する評価を適

正に行えている。   
一般 

職員 

業務における助言、ノウハウの伝授、業務マニュアルの作

成などに努めている。 

 

キ 部下(同僚)からの信頼 

定 義 
同じ職場の部下(同僚)職員から信頼を得られているかを問

う項目 

標
準
点 

係長･ 
副係長 

業務遂行するうえで、部下職員から信頼を得ている。 

主任･ 
主査 

業務遂行するうえで、同僚職員から信頼を得ている。 
一般 

職員 

⑶ 能力評価の流れ 
 

９月１日 
～10 月下旬 

 中間評価 
（評価基準日：平成２６年９月１日） 

 

4月1日から８月31日までにおける職務遂行過程で発揮さ

れた能力について、第一次評価者のみが面談実施後に評価

する。（特に標準点未満の項目については、適宜フィード

バックを行う。） 
   
 
 

  
１月１日 
～２月上旬 

 
 

期末評価 
評価基準日（平成２７年１月１日） 
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Ⅲ スキルアップ加点 

業務に支障がない範囲内で自主的に職務のスキルアップにつながる研修に参加し、

職務遂行に活用できている又は、スキルアップ加点の対象となる資格を取得する等、

新しい知識等の習得に努めた場合には、特別加点を行う。 

⑴ 対象となる研修 

対象となる研修等 対象外の研修 

Ｏ 市町村アカデミーの研修 
Ｏ 自治大学校 
Ｏ ＪＩＡＭの研修 
Ｏ 流清塾 
Ｏ 長期派遣研修（大阪府等） 
Ｏ マッセおおさかの研究会等 
Ｏ 摂南大学行政法聴講生 
Ｏ その他人事室長が認める研修 

Ｏ 人事室主催の研修 
Ｏ １日で終了する研修 
Ｏ 指定された研修（新任ｺｰｽ研修等） 
Ｏ 職務と関連性のない研修 
Ｏ パソコン研修 

⑵ 対象となる資格・免許 

税理士 司法書士 社会福祉士 

精神保健福祉士 介護福祉士 社会保険労務士 

宅地建物取引主任者 建築士（１級･２級） 土木施工管理技士（１級･２級） 

技術士（建設部門） 技術士（上下水道部門） 技術士（総合技術監理部門） 

その他人事室長が認める資格   

※ その他人事室長が認める資格・免許の取得については、所属の業務に関連が全くない場
合には、加点対象としない。 

⑶ 加点基準（研修、資格・免許等） 

３点 対象となる資格・免許を取得した。 

２点 対象となる研修に参加し、本人のスキルアップが所属の業務の進捗・
発展に顕著に貢献した。 

１点 対象となる研修に参加し、本人のスキルアップが明確である。 

    Ｏ 対象となる研修・資格を複数参加（取得）した場合については加点の対象と

するが、３点を上限とする。 

 

 

 

- 7 - 
41



Ⅴ 部局別目標への貢献度加点 

  ⑴ 加点の趣旨 

課（室）単位の実績を評価し、部局別目標への貢献度が顕著に高い場合に、各部局

において、特別加点を行う。 
 

５点以内 部局別目標に対して顕著な貢献をし、市政運営を著しく推進させ

ることに寄与した場合（必ず、公表できる加点理由を付すこと。） 

  ⑵ 加点の流れ 

自己 
評価 ⇒ 第一次 

評価 ⇒ 第二次 
評価 ⇒ 部局別目標への貢献 

度加点（部長） ⇒ 人事室 
  

⇒ 
部局別目標貢献度 

説明会議 
⇒ 

人事評価（部局別目標貢

献度）調整委員会 
⇒ 加点の決定 

・加点した各部長は、『部局別目標貢献度説明会議』において、加点要因・貢献の状

況等について説明する。 

・『人事評価（部局別目標貢献度）調整委員会』において、各部長の説明内容をもと

に、両副市長が加点する所属及びその点数を決定する。 

  ⑶ 加点についての考え方、視点 

① 部局別目標・事業に関するもの 

    ・「部局別目標に掲げた内容通りに達成できた」、「スケジュールに遅れがなく進捗

できた」等の場合は、加点対象ではないこと。 

    ・部局別目標に掲げた事業について、当初の目標より著しく進捗した（スケジュ

ールの短縮、前倒し など）のかどうか。 

・部局別目標に掲げた事業について、工夫や努力により想定以上の成果が上がっ

た場合、相乗効果により予定外のことまで効果があったのかどうか。 

② 部局別目標・組織力強化に関するもの 

・「人員が厳しい中で事業推進した」、「連携協力して取り組んだ」等の場合は、

加点対象ではないこと。 

・係等の統廃合などによる体制の見直しや、事業推進のための新たな手法の導入など、

組織力の強化につながり、組織としてアピールできるものであるかどうか。 

・例えば、ＯＪＴのモデルになるような取り組みをして組織力強化につながった

のかどうか。 
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⑴ 第一次評価者は、原則として被評価者の直近の上司とする。 

⑵ 第二次評価者は、原則として第一次評価者の直近の上司とする。 
ただし、被評価者は、第一次評価者が評価を行う前に自己評価を行う。 

 

被評価者 第一次評価者 第二次評価者 
調整者 

(部局別目標貢献度加点者) 

係長・副係長 課長、課長代理  次 長（室長） 部 長 

主任･主査･一般職員 
（単純労務職員除く｡） 

直近の上司 
（課長代理､係長又は副係長） 

課 長 等 部 長  保育所職員 保育所長 

幼稚園職員 幼稚園長 

単純労務職員 
（主任､主査を含む｡） 

直近の上司 
（課長代理､係長又は副係長） 

課 長 等 部 長 
 保育所職員 保育所長 

※ 評価者の変更・調整等については、所属への調査をもとに人事室で定める。 
 
 
 
評価補助者とは、評価者が被評価者の業務現場を日常的に見ることができない場合や

１人の評価者に対して被評価者が多数設定されている場合に置くことができる。 

評 価 補 助 者 

対 象 第二次評価者の申請により人事室長が認めた者 

役 割 

第二次評価者が指示する場合に、一定の所属やグループ ※内の他の被評

価者の「勤務状況記録」及び勤務実績等を第一次評価者に報告する。 

その他 
人事室長が認めた後、第二次評価者は評価補助者が担当する一定の所属

やグループ内の被評価者に対して、評価補助者の設定について周知しな

ければならない。 

 
 
 
 
 

７．評価者及び調整者 

８．評価補助者 

※ 一定の所属やグループとは 
第二次評価者の申請により人事室長が認めた範囲とします。 
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評価者（第一次評価者）は、被評価者一人一人について、職務上適切に対応した状

況やそうでなかった状況等を観察し、随時「勤務状況記録シート」に記入する。 
なお、勤務状況記録は、評価時の基礎資料となるものであり、被評価者に評価結果

を説明する際にも使用する資料とするものである。 
（※ 勤務状況記録における評価補助者の役割については「８．評価補助者」参照） 

【評価記録期間】 
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

なお、取扱いについては、次のとおりとする。 
・平成２６年４月～平成２７年３月 

被評価者の状況を逐次記録する。 
（平成２７年１月～平成２７年３月） 

被評価者の状況を逐次記録し、評価結果が、第一次評価者による評価後、著

しく変わる場合には、補正を行う。 
 
 

 
評価項目をそれぞれ５段階とし、すべての項目について「絶対評価」を行う。うち

標準点を「３」とし、「５」「４」「１」の評価をする場合には、コメントを記載する。 

 第一次評価  
◆ 実績評価 

当初に設定した課題目標（係長・副係長は課題目標及び人材育成目標）の達成

に向けた実績を評価する。〔被評価者の人柄や姿勢等に捉われることなく、目標

達成に向けた行動とその成果を客観的に評価する。〕 

※ 施策の変更等、当初に予測できず、また、自分でコントロールできない要

因等により、目標に対する実績が得られなかった場合は、新たな目標の実績

により評価することとする。 
◆ 能力評価 

他の職員との比較ではなく、被評価者の職責・経験等を踏まえ、評価項目ごと

に設定された標準点に照らして、定められた様式で評価を行う。「標準点の具体

行動」については、その項目におけるすべての具体例を行っている職員が「３」

の評価を得るものとする。 
また、９月１日を基準日として、中間評価を行う。 

◆ スキルアップ加点 

スキルアップ加点基準に基づいて評価する。 
 

９．勤務状況記録 

１０．評価方法等 
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 第二次評価  
◆ 実績評価 

当初に設定した課題目標（係長・副係長は課題目標及び人材育成目標）につい

て、第一次評価者の評価を参考に、より広い視点で第一次評価者と同様の方法で

評価する。〔被評価者の人柄や姿勢等に捉われることなく、目標達成に向けた行

動とその成果を客観的に評価する。〕 
◆ 能力評価 

第一次評価の内容を確認し、必要に応じ第一次評価者と打ち合わせをして、第

一次評価者と同様の方法で評価する。ただし、中間評価は行わない。 
◆ スキルアップ加点 

スキルアップ加点基準に基づいて評価する。 
※ 評価の差し戻し 

第一次評価者の評価が「５段階評価の根拠」「加点の根拠」と照らし合わせて

適正にできていない場合は、評価の差し戻しを行う。 

【評価の凡例】 

実績評価  能力評価 

点数 難易度 達成度  点数 評価基準点 

５ 非常に困難である 申し分なくできた  ５ 申し分なくできた 

４ やや困難である よくできた  ４ よくできた 

３ 普通 できた  ３ できた（標準点の具体行動例ができた） 

２ 簡単である あまりできなかった  ２ あまりできなかった 

１ 非常に簡単である できなかった  １ できなかった 

【５段階評価の根拠】 

「実績評価」 

「能力評価」 

① 評価「３」の場合  

１年を通して『標準点の具体行動例』に挙げていることができた職員

には、該当項目において、標準点である「３」と評価する。 

② 評価「４」「５」の場合 

１年を通して『標準点の具体行動例』より明らかに優れた行動がみら

れた場合（職務遂行のスピードが著しく早い、期待以上の工夫がある）

には、該当項目において「４」「５」と評価する。（その理由を記載し

なければならない。） 

③ 評価「２」の場合  

１年間の中で、必要以上に上司や他の職員のフォローを要した､又は期

限に遅れることがあった等の場合には、該当項目において「２」と評価

する。 

④ 評価「１」の場合 

ミスが著しく多い、又はほとんど命じられた職務を遂行できなか

った等の職員には、該当項目において「１」と評価する。（その理

由を記載しなければならない。） 
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【スキルアップ加点の根拠】 

「スキルアップ加点」においては、当該職員を加点する根拠があった場合のみ
．．

加点

する。（誰でも納得する実績等〈列挙している資格の取得等〉がない場合や、職務命

令による資格取得には加点できない。） 

 
 

 部局別目標への貢献度の加点  

室又は課単位の実績を評価し、部局別目標への貢献度が顕著に高い場合に、特別

加点を行う。 

 

 

 調 整  
調整者は必要に応じ評価者に確認し、評価結果の調整を行い、評価結果を確定さ

せる。 

調整者の役割 

・ 各評価者の評価内容を点検し、評価基準にズレが生じないように

する。 

・ 部局内の被評価者の評価結果に疑義が生じた場合は第二次評価者

に確認し調整する。 

・ 部局内に複数の調整者がいる場合は、調整者間で評価結果の確認

を行い、部局としての評価結果を確定させる。 

 

 

 補 正  
基準日以降に著しい評価の変更があった場合に、年度末までに評価の補正を行う。 
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すべての評価項目を絶対評価として配点した上で、最終的に適用者割合等に応じて

ランク付けを行う。 

⑴ 評価点 

          区分 

 

評価の種類等 

係 長 

副係長 

主任・主査・一般職員 
任期付 

短時間 

勤務職員  
保育等に 

従事する 

職員 

単純労

務職員 

実績 

評価 

課題目標  25 25 25 25 ― 

人材育成目標  10 ― ― ― ― 

能力 

評価 

意識分野  20 20 20 20 20 

能力分野  30 30 25 20 15 

スキルアップ加点   3  3  3  3  3 

部局別目標貢献度加点   5  5  5  5  5 

合 計 93 83 78 73 43 

⑵ 評価ランク 

評価 

ランク 
適用者割合等 

 
係 長 

副係長 

主任・主査・一般職員 任期付 

短時間 

勤務職員  
保育等に 
従事する 
職員 

単純労 

務職員 

Ｓ ５％以内かつ■点以上  84 74 69 64 34 

Ａ ７～12％       

Ｂ 80％       

Ｃ ～8％       

Ｄ 合計点数■点未満  28 24 22 20 14 

※ Ｓランク・Ａランクの合計を 12％以内とする。 

 
 

 

期末面談の際に､被評価者に対して､評価ランクを書面で開示する。 

評価内容（評価の根拠等）については、面談者から被評価者に対して口頭で伝えるもの

とし、被評価者の士気の向上につながるように明確に伝える。（評価が「５」の項目と「１」

の項目は必ず項目名を開示する。） 

 

 

１２．評価内容の開示 

１１．評価点及び評価ランク 

左表の■に入る区分別点数 
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 職員が自分の能力･行動特性を正しく認識し､今後の職務遂行上の行動の改善や能力

開発につながるよう、すべての被評価者に対して面談を実施し、評価内容のフィードバ

ックを行う。 

 ⑴ 期初面談（必要に応じて実施） 

 ① 面談者 

原則として第一次評価者が行う。 

  ② 面談の内容・方法 

    年度当初に、被評価者が課題目標を設定するに当たって、その助言・指導を行う。

対象の被評価者が多く、個別に面談ができない場合には、グループ会議形式などに

より、目標設定の考え方を伝える。 

 ⑵ 中間面談 

  ① 面談者 

    原則として第一次評価者が行う。 

  ② 面談の内容・方法 

年度途中での業務の進捗確認、職員への注意・指導、被評価者が業務を進めるに

当たって思っていることの聴取などにより、評価年度途中における警告や、各職員

の気づきを啓発する。 

 ⑶ 期末面談 

  ① 面談者 

    原則として第一次評価者及び第二次評価者が行う。 

    ただし、人事室長が認めた場合に、変更することができる。 

  ② 面談の内容・方法 

   ・ 評価結果通知を渡す。 

   ・ 評価内容（評価の根拠等）を口頭で伝える。 

   ・ 当該年度における職務遂行上の行動の中で､褒める点及び反省すべき点について、

理由を説明し、お互いの理解を深める。 

   ・ 今後、更に伸ばすべき点あるいは改善すべき点、どのように能力開発に取り組ん

でいくかなどについて、率直に意見交換を行う。 

※「Ｄ」の評価ランクの職員については、評価結果通知後、速やかに面談を実施す

ること。 

 

 

１３．面談 
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 ⑴ 定期人事異動 

 ⑵ 昇任試験制度への反映 

  翌年度の昇任候補者試験及び主査・主任選考において、点数化して反映させる。 

 ⑶ 指導対象職員の指定 

  次の職員に対し、「分限処分の指針」の規定に基づく指導対象職員に指定する。 
① 「Ｄ」の評価ランクの職員 
② 「協調性」「服務及び地域協働意識」「責任感」「判断・実行力」の評価項目のう

ち２項目で最低点を受けた職員 
※ ただし、再任用職員及び任期付短時間勤務職員については、翌年度の任期更

新を行わないこととする。 
    ※ 「Ｃ」以下の評価ランクを経年的に取得している職員に対しては、今後総合

的に対応を検討する。 

 ⑷ 勤勉手当（６月及び１２月）への反映 

  平成２６年度の人事評価により、平成２７年６月及び１２月の勤勉手当に反映する。 

＜反映方法＞ 
    ア 評価区分ごとの人数（平成２７年１月１日現在の職員で、「２．被評価者（評

価の対象者）の範囲」で定められた者。）に評価ランク別適用者割合を乗じ、

適用者数を決定する。 
    イ 「１１．評価点及び評価ランク」における評価点の結果に基づき、適用者及

び成績率を決定し、勤勉手当に反映させる。 

   【成績率】 

評価ランク 
成 績 率 

（６月、１２月） 

Ａ 69.5／100 

Ｂ 67.5／100 

Ｃ 65.5／100 

※「Ｓ」の評価ランクを取得した職員は、「Ａ」の評価ランクで付された成績

率に“３／100”加えるものとします。 

※「Ｄ」の評価ランクを取得した職員は、「Ｃ」の評価ランクで付された成績

率より“８／100”減じるものとします。 

※成績率については、制度改正により変更する場合があります。 

※再任用職員・任期付短時間勤務職員については適用外とします。 

１４．評価結果の反映 
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人事評価結果への疑問に対応するため、苦情相談員を設置する。 
⑴ 苦情相談員 

・ 人事室課長 
・ 人事室係長 

⑵ 苦情相談期間 

 ・ 面談後１週間程度 

⑶ 苦情相談員の対応 

・ 制度に関する質問・意見に対する説明 
・ 評価結果に関する疑問の聴取、評価者への伝達 
・ 相談者と評価者との話し合いの場の設定・立会い 
・ 評価者や評価者以外の関係者からのヒアリングによる調査 
・ その他 
※ “評価”という性質上、相談者の理解や納得が得られない場合でも、対応を打ち

切る場合がある。 
※ 職員は、相談をしたことを理由に、不利益な取扱いを受けることはない。 

 

１５．苦情処理機関 
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第１章 面談の概要 

 

１．人事評価における面談とは 

 

  人事評価における面談とは、被評価者の職務遂行における行動の改善や能力開発につなが

るよう評価者と被評価者が話し合う機会のことです。 

 

２．面談の種類 

 

①期初面談(必要に応じて実施)・・・詳しくは、Ｐ .３から 

 年度当初に、被評価者が課題目標を設定するに当たって、助言・指導を行うものです。

対象の被評価者が多く、個別に面談できない場合には、グループ会議形式により、目標設

定の考え方を伝えてください。 

 なお、期初面談は、必要に応じて実施するものですが、被評価者の課題目標設定の際に

は、必ず、評価者と被評価者が互いに納得できるものになるよう話し合いを行ってくださ

い。 

 

②中間面談(必ず実施)・・・詳しくは、Ｐ .５から 

 年度途中での業務の進捗確認、職員への注意・指導、被評価者が業務を進めるに当たっ

て思っていることの聴取などにより、評価年度途中における警告や、各職員の気づきを啓

発するものです。 

 中間面談は、中間評価を実施する前に行います。 

 

③期末面談(必ず実施)・・・詳しくは、Ｐ .７から 

 被評価者に評価結果を伝え、当該年度における業務遂行上の褒める点及び反省すべき点

について理由を説明し、お互いの理解を深めるものです。 

 今後、更に伸ばすべき点あるいは改善すべき点、どのように能力開発に取り組んでいく

かなどについて、率直に意見交換を行ってください。 

 期末面談は、期末評価をした後にフィードバック面談として行います。 

 

３．面談の全体（1 年間）の流れ【期初・中間・期末】 
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（３）事前準備 

 

（４）具体的な話の仕方の注意点 

第２章 期初・中間・期末面談のすすめ方 

 

１．期初面談（必要に応じて実施） 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（１）目的 

 ① 評価者と被評価者が互いに納得できる目標の設定 

 ② 被評価者の職務遂行の動機づけ 

（２）面談者 

 
原則として第１次評価者（評価補助者を設定している場合、同席も可能） 

① 面談実施のスケジュール作成 

(被評価者には事前に面談実施日時を伝えてください。) 

② 面談を行う場所の確保（各所属で確保してください。） 

③ 目標設定にあたり必要なもの（事務分担表、所属の課題一覧等）

の用意 

④ 面談で伝える内容を整理 

⑤ 面談の際に座る位置に配慮 

 

○（リラックス

した雰囲気） 

評価者 

被評価者 

×（緊張した雰

囲気になる） 

提案の形をとる 

 『～すべきだ』    ⇒ 『～してもらいたい』 

否定的表現は使わない 

 『～しなかった』   ⇒ 『～して欲しかった』 

 『～してはいけない』 ⇒ 『～してくれればよかった』 

イエス、ノーだけで答えられる質問をしない 

 『～だと思いますか』 ⇒ 『どのように考えますか』 
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（５）面談の流れ 

 

①はじめに（アイスブレイク） 

 ◆ 直接本題に入らずに軽い話題から切り出し、和やかな話し

やすい雰囲気を作る。（威圧的な態度をとらないようにす

る。） 

 

 

②趣旨説明 

 ◆ 面談の目的を話す。（注意・指導を一方的に伝える場では

なく、評価者と被評価者が納得できる目標を設定する場で

あることを伝える。） 

 

 

③被評価者の自己目標の聴取   

◆ 被評価者が考えている目標を聴く。（聴くことを心がける。

積極的傾聴） 

 

 

④目標内容のすり合わせ 

◆ 被評価者が考えていた目標と評価者が考えている目標をす

り合わせ、意識や方向性を一致させる。（被評価者へ指示す

るというより、助言・アドバイスをするという姿勢で臨む。） 

 

 

⑤目標の達成方法の確認 

 ◆ 目標達成のための方法や対策を話し合う。 

 

 

⑥最終確認 
◆ 目標の修正があれば修正し、最終確認をする。 
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（３）事前準備 

 

（４）具体的な話の仕方の注意点 

２．中間面談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）目的 

 
① 被評価者のモチベーションの向上 

② 勤務実績に係る気づきの啓発 

③ 評価に対する納得性の充実 

④ 期初に設定した目標の進捗状況の確認 

（２）面談者 

 
原則として第１次評価者（評価補助者を設定している場合、同席も可能） 

① 面談実施のスケジュール作成 

(被評価者には事前に面談実施日時を伝えてください。) 

※ 面談は、１人あたり 20～30 分かけて行うのが目安です。 

どれくらい時間をかけるかは、日頃のコミュニケーションや職

務内容によって変わってきます。 

② 面談を行う場所の確保（各所属で確保してください。） 

③ 面談にあたり必要なもの（勤務状況記録シート、被評価者の目

標等）の用意 

④ 面談で伝える内容を整理        

⑤ 面談の際に座る位置に配慮 

○（リラックス

した雰囲気） 

評価者 

被評価者 

×（緊張した雰

囲気になる） 

提案の形をとる 

 『～すべきだ』    ⇒ 『～してもらいたい』 

否定的表現は使わない 

 『～しなかった』   ⇒ 『～して欲しかった』 

 『～してはいけない』 ⇒ 『～してくれればよかった』 

イエス、ノーだけで答えられる質問をしない 
 『～だと思いますか』 ⇒ 『どのように考えますか』 
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（５）面談の流れ 

 
①はじめに（アイスブレイク） 

◆ 直接本題に入らずに軽い話題から切り出し、和やかな話しや

すい雰囲気を作る。（威圧的な態度をとらないようにする。） 

 

 

②趣旨説明 

 ◆ 面談の目的を話す。（注意・指導を一方的に伝える場ではな

く、業務の進捗確認・意見交換の場であることを伝える。） 

 

 

③自己評価の聴取   

◆ 被評価者の年度前半（４月～９月）の自己評価を聴く。（聴

くことを心がける。積極的傾聴） 

 

 

④勤務実績の聴取、目標の進捗状況確認   

◆ 能力・意欲評価の項目に基づく、勤務実績等の確認をする。 

◆  課題目標・人材育成目標の進捗状況（達成状況・過程・課       

題など）を確認する。 

 

 

⑤意見交換 

◆ 被評価者の｢良かった点｣・｢改善すべき点｣を具体的行動に基

づいて客観的な事実を示しながら話し、評価者と被評価者の

意識を一致させる。 
※ 勤務実績等が良くない職員に対しては、その旨をはっきり伝

えてください。〔最初にワンクッション（ねぎらいの言葉や努力

を認める言葉をかける）を置き、相手が受け入れやすいように伝

える。〕 

 

◆ 改善すべき点については、期末面談で評価内容の開示をする

際に初めて指摘するのではなく、日常業務や中間面談時に具

体的に伝えておくようにする。（この段階できちんと伝えてお

くことで、最終的にそれが改善されず悪い評価となった場合

の理屈付けができ、評価に対する納得性が高まります。） 
 

◆ 今後に向けての助言・アドバイスを行う。（一方的に被評価者

へ注意や指示をしない。） 
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（３）事前準備 

 

（４）具体的な話の仕方の注意点 

３．期末面談（フィードバック面談） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）目的 

 ① 被評価者の評価結果の確認及び自分の能力･行動特性の正しい認識 
② 課題の対応策、成長の方向性のすり合わせ（意見交換） 
③ 被評価者の次年度に向けての課題の明確化及びモチベーションの向上 

（２）面談者 

 被評価者 面談者 

次長・課長・課長代理 理事・部長 

係長・副係長・主任・主査・ 
一般職 

原則として 
第二次評価者及び第一次評価者 
※人事室長が認めた場合に限り、

第一次評価者のみの面談も可能 

※ 期末面談において、評価補助者の同席は不可とします。（評価結果 
の開示は、被評価者本人に対して行うものであるため。） 

※ 面談者は、評価補助者から評価前に聴取した被評価者の勤務実績等
を参考に面談を行ってください。 

① 面談実施のスケジュール作成 
（被評価者には事前に面談実施日時を伝えてください。) 

※ 面談は、１人あたり 20～30 分かけて行うのが目安です。 
どれくらい時間をかけるかは、日頃のコミュニケーションや職務
内容によって変わってきます。 

② 面談を行う場所の確保（各所属で確保してください。） 
③ 面談にあたり必要なもの（勤務状況記録シート、個別評価結果一

覧等）の用意 
④ 面談で伝える内容を整理 
⑤ 面談の際に座る位置に配慮 

○（リラックス

した雰囲気） 

評価者 

被評価者 

×（緊張した雰

囲気になる） 

提案の形をとる 
 『～すべきだ』    ⇒ 『～してもらいたい』 

否定的表現は使わない 
 『～しなかった』   ⇒ 『～して欲しかった』 
 『～してはいけない』 ⇒ 『～してくれればよかった』 

イエス、ノーだけで答えられる質問をしない 
 『～だと思いますか』 ⇒ 『どのように考えますか』 
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（５）面談の流れ 

 
①はじめに（アイスブレイク） 
 ◆ 直接本題に入らずに軽い話題から切り出し、和やかな話しや

すい雰囲気を作る。（威圧的な態度をとらないようにする。） 

 

②趣旨説明 
 ◆ 面談の目的を話す。（評価点を一方的に伝える場ではなく、

評価結果の確認・意見交換の場であることを伝える。） 

 

③自己評価の聴取  
◆ 被評価者の年度全体（４月～３月）の自己評価を聴く。（聴

くことを心がける。積極的傾聴） 

 

④評価内容の開示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 年度全体の勤務実績の中で、「良かった点」・「改善すべき      
点」を具体的行動に基づき客観的事実を示しながら話す。 

※ 勤務実績等が良くない職員に対しては、その旨をはっきり

伝えてください。〔最初にワンクッション（ねぎらいの言葉や

努力を認める言葉をかける）を置き、相手が受け入れやすいよ

うに伝える。〕 

◆ 被評価者の自己評価と評価結果に乖離がある場合には、意

識のすり合わせを行い、納得性を高めるようにする。 

◆ 今後の課題対応策や成長の方向性について助言・アドバイ

スを行う。（一方的に被評価者へ注意や指示をしない。） 

※ フィードバック面談は、被評価者の行動の改善や能力開発

のために行うため、各評価点を伝える必要はありません。 
 
 
⑤自由な意見交換 

◆ 被評価者が業務について思っていること、考えていること
等を十分に聴く。（被評価者が話している間は、口をはさ
まず最後まで聴き、積極的に聴く姿勢を示す。） 

 
・能力・意欲評価の結果の説明 
・成果評価の達成度、プロセスの状況確認 

 
・被評価者に本人あて評価結果を配布 
・能力・意欲評価の結果の説明 
・実績評価の達成度、プロセスの状況確認 
・評価シートのコメント欄をもとにした勤務実績の証明 
・スキルアップ加点等の内容 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

《理事～課長代理》 

 

《係長～一般職員》 
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４．面談自己チェックシート 
      

区分 内      容 チェック欄 

面

談 

前

に

点

検 

共通 

面談のスケジュールを作成し、被評価者に、事前に実施日時を伝える。  

面談を行う場所を確保する。  

面談にあたり必要なもの（事務分担表、勤務状況記録シート、被評価

者の目標等）を用意し、事前に面談で伝える内容を整理する。 
 

面談の際に座る位置に配慮する。  

面 

  

談 

 

中 

 

に 

 

点 

 

検 

共通 

面談に適切な時間をかける。  

面談の雰囲気を和やかにする。（脅迫や圧迫するような面談をしない。）  

面談の目的をきちんと話す。  

被評価者の話をきちんと聴く。（積極的傾聴）  

一方的に話をせずに、被評価者からの不満や疑問には誠実に対応する。
（被評価者からの質問の答えに困り、思いつきの発言をしたり、話を
急にそらしたりしない。） 

 

被評価者の機嫌をとるために話の内容や自分の意見を変えたり他の上

司や状況を理由に責任転嫁をしたりしない。 
 

被評価者の人格を否定するような発言をしない。  

期初面談 
評価者と被評価者が互いに意識や方向性を一致させ、納得できる目標

を決める。 
 

中間面談 

・期末面談 

被評価者の自己評価を聴く。（聴くことを心がける。積極的傾聴）  

被評価者の「良い点」・「改善すべき点」を具体的な行動に基づいて

客観的な事実を示しながら伝える。 
 

被評価者の自己評価と評価者の評価に乖離がある場合は、意識をすり

合わせ、納得性を高める。 
 

勤務実績等が良くない職員に対して、その旨をはっきり伝える。  

今後の課題対応策や成長の方向性について助言・アドバイスを行う。  

被評価者が業務について思っていること、考えていることについて意

見交換する。 
 

期末面談終了後 期末面談後には、係長から一般職員の面談報告書を人事室に提出する。  

※ 本シートは、より良い面談を行うためのツールのひとつです。人事室への提出は、不要です。 
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平成 26 年８月 

総 務 部 人 事 室 
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【期初面談シナリオシート】 
 

項目 内容 話の例 

① は じ め に

（ ア イ ス ブ

レイク） 

労をねぎらい、話し

やすい雰囲気を作る

ため、軽い話題から

入る。（最近の仕事、

趣味など） 

・ お疲れ様です、最近調子はどうですか。××業務はどん

な調子ですか。 

・ 私は、休日に学生時代やっていたサッカーをやっていま

すが、あなたは、趣味など何かしていることはあります

か。 

②趣旨説明 
面談の目的を確認

する。 

・ この面談の目的は、今年度のあなたの目標や役割につい

て、お互いに確認することです。 

③ 被 評 価 者

の 自 己 目 標

の聴取 

被評価者の目標を

聞く。 

・ 先日、ミーティングで所属の目標と方針について説明し

たのですが、覚えていますか。重点目標が３つあったの

ですが…。 

・ 個人別に、事務分担と期待する役割について話しました

が、何かわからない点がありましたか。 

・ それじゃ、あなたの今年度の目標を教えてください。そ

の目標を設定した理由もお願いします。 

－ 途中で反論せず、最後まで聞く。積極的傾聴 － 

・ 「なるほど」「そうですね」などと相づちを入れる。 

④ 目 標 内 容

の す り 合 わ

せ 

（意見交換） 

それぞれの目標につ

いて内容等を確認す

る。 

 

 

評価者の期待と違う

場合は、妥当な目標

に修正するよう誘導

する。 

 

 

場合によっては、達

成方法の話し合いも

ここで行う。 

評価者の期待と同じ場合 

・ この目標はいい目標ですね。組織目標にも貢献するし、

私の期待通りの目標です。次に具体的に目標を達成する

方法やスケジュールについて一緒に考えましょう。 

 

評価者の期待よりも低い目標の場合 

・ なかなか堅実な目標ですね。さらに一歩進んで事務改善

の視点を加えた目標も追加すると、もっと良い目標にな

ると思いますが、どうですか。 

・ この目標は所属にとっても、組織にとっても、とても大

事な目標なので、ぜひあなたにやってもらいたのです

が、このレベルまで目標をあげてもらえませんか。私も

支援しますし、あなたの実力なら十分達成できると思い

ます。 

 

評価者の期待よりも高い目標の場合 

・ とてもレベルの高い目標ですね。あなたの意欲を感じま

す。ところで、この目標を達成する方法について、どの

ように考えているか教えてくれませんか。 

(方法がある場合) なるほど、そういう手がありますね、

確かによい方法です。かなり高い目標だと思いました

が、そういう方法をとれば十分達成できそうです。ぜひ

頑張ってください、期待しています。 

(方法がない場合 ) その方法は今までの方法と変わらな

いですね。そのやり方では、この目標の達成はとても厳

しいと思います。意気込みは分かりますが、もう少し現

実的な目標を設定しませんか。 
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評価者の期待した目標が入っていない場合 

・ あなたには「この課題」も取り組んで欲しいと思ってい

ましたが、どうですか。確かに忙しいのはわかりますが、

あなたの成長のためにもぜひ取り組んで欲しいのです

が。 

 

⑤目標の 

達 成 方 法 の

確認 

目標が決まったら、

目標達成のための方

法や対策を話し合

う。 

支援内容についての

確認も行う。 

・ それではもう少し詳しく達成方法について考えてみま

しょう。あなたの考えはどうですか。 

・ 課題や要因は何か考えられますか。今のうちに対策を考

えてみましょう。 

・ 目標を達成するために私はこういった支援体制を考え

ています。 

⑥最終確認 

目標の修正があれば

修正し、最終確認を

する。 

話し残したことはな

いか確認し、応援す

るということを付け

加えて、激励する。 

・ これで今年度の目標が決まりましたね。この目標で業務

をすすめてください。 

・ これで面談は終了ということにしましょう。最後に、こ

の機会に話しておきたいことはありますか。なければ、

終了しますが、目標を達成できるように頑張ってくださ

い。私も応援しますし、何かあったらいつでも相談して

ください。 
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【中間面談シナリオシート】 
 

項目 内容 話の例 

① は じ め に

（ ア イ ス ブ

レイク） 

労をねぎらい、話し

やすい雰囲気を作る

ため、軽い話題から

入る。（最近の仕事、

趣味など） 

・ この前、行った××のコンサートはどうでした？ 

・ 先日、課で行った暑気払いは、どうでした？  

・ ××業務では、中心になって進めてくれてありがとうご

ざいます。 

②趣旨説明 
面談の目的を確認

する。 

・ 今回の面談は、年度当初に掲げた目標の進捗状況と能

力・意欲評価の項目に基づく勤務実績の確認をすること

と、日頃の業務に関するあなたの考えを教えてもらうこ

とが目的です。 

③ 被 評 価 者

の 自 己 評 価

の聴取 

被評価者の年度前

半 (４月～９月 )の自

己評価を聞く。 

・ あなたの４月～９月の自己評価を教えてください。 

－ 途中で反論せず、最後まで聞く。積極的傾聴 － 

④ 被 評 価 者

に 対 す る 勤

務 実 績 の 聴

取 及 び 目 標

の 進 捗 状 況

の確認する 

能力・意欲評価の項

目に基づく、勤務実

績等の確認をする。 

 

課題目標・人材育成

目標の進捗状況（達

成状況・過程・課題

など）を確認する。 

・ それでは、まず、目標の進捗状況はどうですか。 

・ 次に業務を進めるなかで、あなた自身の「良かった点」

と「悪かった点」について聞かせてくれませんか。 

⑤意見交換 

目標の進捗状況に

ついて、意見交換す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被評価者の「良かっ

た点 」「改善すべき

点」を 具体的行動に

基づいて客観的な事

実を示しながら話し

、評価者と被評価者

の意識を一致させ

る。 

 

 

 

 

 

●目標の進捗状況の確認 

 進捗状況が進んでいる、又は、予定どおりの場合 

・ その調子で今後も進めていってください。今、この件で

何か困っていることがあれば聞かせてくれませんか。 

進捗状況が遅れている場合 

・ 進捗状況が遅れていますね。なぜ、そうなったのか、こ

れからどうするかを一緒に考えましょう。原因は何だと

思いますか。（説明を聞いたうえで）なるほど、では、

×月には、業務に余裕ができるはずなので、遅れをとり

戻すように取り組みましょう。困っていることがあった

ら何でも相談に乗りますよ。 

 

●勤務実績等の自己評価に対する意見交換 

評価者と被評価者の意見が同じ場合 

・ 私も同感です。××業務に関して、課題を抽出するとと

もに具体的な課題対応策を提案したあなたの仕事ぶり

は素晴らしかったですね。 

・ そうですね、あなたの反省どおりあと少し積極的に取り

組んで欲しかったですね。市民の苦情対応をＡさんにま

かせたままにするのではなく、一緒に取り組んで欲しか

ったです。 
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被評価者の自己評

価と違う場合は、ま

ず、なぜそのように

評価したのかについ

て聞き、その後、評

価者の考えを述べ納

得を引き出す。 

 

 

 

 

 

勤務実績がよくない

職員に対しては、そ

の旨をはっきり伝え

る。 

 

 

 

 

 

 

自由に意見交換す

る。 

被評価者の意見と違う場合 

・ この件に関してはもっと高く評価してもよいと思いま

すよ。自身の担当業務に取り組むだけではなく、同僚の

業務に対してもきちんと助言ができていますよ。 

・ なるほど、この件に関しては、ちょっと私の考えとは違

いますね。なぜそのように自己評価したのかをもう少し

詳しく説明してもらえませんか。（説明を聞いたうえで）

確かに忙しい中、頑張って仕事に取り組んでいました

が、上司への報告・連絡・相談を行わずに業務を停滞さ

せてしまったことはありませんでしたか。どうでしょう 

か。 

 

※勤務実績がよくない職員がいる場合 

・ いつも頑張っていますね。 

・ 積極的に研修に参加して知識の吸収に努めていますね。 

・ ○○については、なかなか真似できることじゃないよ。 

 ただ、市民から意見があったように、「×××」のよう

な乱暴な言葉遣いは、市民に不快な思いをさせることも

あるので、改善しないといけませんね。これからは、意

識して改善してください。 

－ 悪い点を受け入れやすいようワンクッションおく。 － 

 

・ それではあなたが、業務を進める中で、何か思っている

ことや考えていることを教えてくれませんか。 

－ 途中で反論せず、最後まで聞く。積極的傾聴 － 

 

⑥最終確認 

話し残したことはな

いか確認し、応援す

るということを付け

加えて、激励する。 

・ これで面談は終ることにしましょう。この機会に話し残

したことはないですか。何かあったらいつでも遠慮なく

話して欲しいです。私も応援しますし、今年度も引き続

きがんばりましょう。 
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【期末面談シナリオシート】 
 

項目 内容 話の例 

① は じ め に

（ ア イ ス ブ

レイク） 

労をねぎらい、話し

やすい雰囲気を作る

ため、軽い話題から

入る。（最近の仕事、

趣味など） 

・ 最近スイーツにはまっているのですが、おいしいスイー

ツを知りませんか。 

・ 次の歓送迎会はどこでしましょうか。 

②趣旨説明 
面談の目的を確認

する。 

・ 今回の面談は、評価結果を確認し、今後のあなたの成長

につなげることや日頃の業務に関するあなたの考えを

教えてもらうことが目的です。 

③ 実 績 ( 成

果 )評価・能

力 評 価 に 係

る 年 度 全 体

( ４ 月 ～ ３

月 )の自己評

価の聴取 

被評価者の自己評

価を聞く。 

・ それでは、まず、目標の達成状況はどうですか。 

・ 次に業務を進めるなかで、あなた自身の「良かった点」

と「悪かった点」について聞かせてくれませんか。 

－ 途中で反論せず、最後まで聞く。積極的傾聴 － 

④ 評 価 内 容

の開示 (評価

の 一 致 点 や

ズ レ に つ い

て す り 合 わ

せ) 

被評価者の「良かっ

た点 」「改善すべき

点」を 具体的行動に

基づいて客観的な事

実 を示 しながら話

し、評価者と被評価

者の意識を一致させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被評価者の自己評

価と乖離がある場合

は、まず、なぜそのよ

うに評価したのかに

ついて聞き、その後、

評価者の考えを述べ

納得性を高める。 

 

 

 

 

 

 

 

●被評価者に評価結果を配布し、評価者の評価根拠を伝える 

評価者と被評価者の評価が同じ場合 

・  私もあなたの自己評価と同じ評価ですよ。目標について

当初のスケジュールどおり達成できましたね。 

・ 私もあなたの自己評価に同感ですよ。業務の優先順位を

考えて取り組めていたから業務遂行の期限がきちんと

守れていましたね。 

・ あなたの自己評価どおりスキルアップ加点の対象とな

る「市町村アカデミーの研修」で学んだことを××業務

に活かせていましたね。 

・ あなたの反省どおり目標について、当初のスケジュール

より進捗が遅れてしまいましたね。スケジュールどおり

に進めるため、××を工夫して取り組んで欲しかったで

すね。 

・ あなたの反省どおり在課年数を考えると、もう少し業務

に必要な知識を身につけ活用できた方がいいですね。市

民からの問い合わせに対してスムーズに答えられてい

ないことがありましたね。 

 

被評価者の評価と違う場合 

・ 目標の達成度に関してはもっと高く評価してもよいと

思いますよ。事務の処理時間が短縮されるなどの目標を

上回った成果がでていますからね。 

・ 事務改善に関してはもっと高く評価してもよいと思い

ますよ。××を△△にしたあなたの事務改善は素晴らし

かったですよ。 

・ 目標の達成度に関しては、ちょっと私の考えとは違いま

すね。なぜそのように評価したのかもう少し詳しく説明

してくれませんか。（説明を聞いたうえで）確かに忙し

い中、頑張って仕事に取り組んでいましたが、××に関

しては、目標に掲げた成果に届いていないことはないで

すか。 
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勤務実績がよくない

職員に対しては、そ

の旨をはっきり伝え

る。 

 

 

 

 

 

以前に改善を求めた

点については、改善

できた点と不十分な

点を明確に伝える。 

 

 

評価結果を踏まえて

今後の課題対応策

や成長の方向性につ

いて助言・アドバイス

を行い、次年度に向

けチャレンジを促す。 

 

・ 同僚からの信頼に関しては、ちょっと私の考えとは違い

ますね。なぜそのように評価したのかをもう少し詳しく

説明してくれませんか。（説明を聞いたうえで）確かに

同僚と協力して仕事に取り組んでいましたが、同僚に対

して、きちんと相談に応じないなどのチームワークを乱

すような行動をしたことはなかったですか。 

 

※勤務実績がよくない職員がいる場合 

・ 家庭との両立が大変な中、よくやってくれていますね。 

・ 知識が豊富で、他の担当者も頼りにしているよ。 

・ ○○の件では、市民の方も感謝していたよ。 

 ただ、休暇の取得に関して、事前に届出を行わずに年次

休暇を取得するなどの不適切な休暇の手続が頻繁に見

受けられますので、改善してください。 

－ 悪い点を受け入れやすいようワンクッションおく。 － 

 

・ 日常業務や中間面談の際に指摘をした件ですが、○○に

ついては改善できていましたが、××については、改善

が不十分でしたので、そこに関しては、良い評価はつけ

ることができませんでした。 

 

 

・ あなたの今後の課題は、ノウハウの伝授や業務マニュア

ルの作成ということになりますね。これに関しては、事

務を進める際には、必ずスケジュールや注意事項を記録

し、事務終了後にこれをまとめる方法で対応するという

のはどうでしょうか。 

・ あなたなら、もっと高い目標を立てても実現できる能力

があると思いますよ。せっかく力があるのだから、次年

度はどんどんチャレンジをしてほしいと思います。 

・ 堅実に仕事をこなしてくれているので、そこは評価をし

ていますが、あなたの知識や発想力があれば、担当業務

の事務改善等、もっと成果をあげることが可能だと思い

ますよ。 

－ 一方的に被評価者に注意や指導をしない － 

⑤意見交換 

被評価者が業務に

ついて思っているこ

と、考えていることを

聴く。 

・ それではあなたが、業務を進める中で、何か思っている

ことや考えていることを教えてくれませんか。 

・ 仕事を進めていく中で困っていることはないですか。 

⑥ 今 後 に 向

けた助言・ア

ドバイス 

評価結果や意見交

換を踏まえて、今後

に向けた総合的な助

言 ・アドバイスを行

う。 

話し残したことはな

いか確認し、次年度

に向けて激励する。 

・ 評価結果や意見交換から考えて、あなたは、業務の進捗

管理に大変優れているので、今後もこの強みを伸ばすよ

うに取り組んでください。また、あなたの今後の課題と

しては、評価結果の中でも言いましたが、ノウハウの伝

授や業務マニュアルの作成になりますね。仕事は、他の

担当者に滞りなく引き継げる状態にして完結という意

識をもって今後は頑張ってください。期待しています

よ。 

・ これで面談は終ることにしましょう。この機会に話し残

したことはないですか。何かあったらいつでも遠慮なく

話して欲しいです。次年度も引き続きがんばりましょ

う。  
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平成２７年１月８日 資料

（鳥取県若桜町）

地方公共団体における人事評価制度に関する研究会（第４回）

項 目 人事評価結果の活用状況 問題点・課題等

昇任について 評価結果だけで判

業績・能力、将来性などを考慮しながら運用する。 断できない。

（１級主事、２級主任、３級係長、４級課長補佐、

５・６級課長）

任 用

昇格について ５・６級の管理職

６級の課長は、特に困難な業務を行う管理職員であ ポストの空き具合

る。 による。

昇給について 評価結果だけで判

全職員を対象に毎年１月１日付けで昇給基準に基づ 断できない。

き措置する。

給 与

勤勉手当 減算・加算は、評

業績・能力評価により加算・減算の措置をする。 価者意見の聞き取

管理職員は、加算・減算措置は適用しない。 りを行うことが大

切である。

分限処分 ＯＪＴ計画及び観

評価結果が下位の職員に対し、指導を行い改善を目 察・指導記録の作

指す。 成など指導に関す

希望降格制度の活用により降任する。 る業務が多い。

分 限

組織力の向上研修 業務上、都合が悪

職場風土の革新、ハラスメント及び接遇研修等に参 く研修を欠席した

加する。 場合にフォローす

ることが必要であ

人材育成 る。

能力開発研修

企画力強化、情報収集・活用力、仕事の段取り向上、

クレーム対応及び交渉力向上研修等に参加する。
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大阪府池田市の人事評価制度の活用例 

 

平成２６年度人材育成基本方針改定により、平成２７年度以降実施する人事評価制度の活用法を明確にし、

職員に対して周知を図る予定。 

 

人事評価制度活用の最終目的を、 

「より高い能力・行動力をもった職員の育成により、住民サービスの向上」と設定。 

 

（１）職員の人材育成【能力開発・意欲アップ・行動変容を図る。】 

   ①役職別・職種別評価シートの公表により、組織が求める能力・行動を示し、「職員の行動を変える」

ことに活用。 

②能力評価（能力・意欲・行動）をローテーション人事に活用。 

   ③研修履歴を職員が管理し、面談において育成ポイントを共有。面談を動機付けの場として活用。 

   ④「ほめる・認める・任せる・自己実現」を報酬と位置づけ、意欲アップ、OJT に活用。 

   ⑤被評価者に対して、公正評価のために、報告・連絡・相談を徹底し、コミュニケーション・職場

の活性化に活用 

   ⑥一般職員の１次評価者を係長級に設定し、係長級のマネジメント能力の向上に活用。 

（部下育成能力・.効果的、円滑なコミュニケーション能力、リスク管理能力など） 

   ⑦成績不良職員（問題職員）のレベルアップのための指導育成、動機付けに活用。 

    

（２）処遇への反映【人事管理の徹底を図る】 

①昇任 基準日直前ないし直前２回の人事評価結果（能力評価、業績評価）を参考活用 

②昇格（昇任を伴わない場合）基準日直前ないし直前２回の人事評価結果（能力評価）を参考活用 

③昇給 直前２回の評価がいずれも「良好でない」となった職員の昇給を見送り、その他「良好」

以上の成績で勤務した職員については、通常の昇給を行う。 

④分限処分  

      免職、降任・降格については、評価結果が「良好でない（５０点未満）」に終わった職員を対

象に、能力向上のための研修及び職員の希望に基づく配置転換等能力発揮のための取組みを実

施する。これらの取組みにもかかわらず、繰り返し「良好でない（５０点未満）」に終わった場

合は、当該職員に対して「警告書」を発し、それでもなお改善が見込まれない場合に、分限処

分を行う。 

⑤勤勉手当 

      優秀な成績を収めたと判断された職員に対して、勤勉手当の支給月数を引き上げる。（業績評

価を反映）「特に優秀」５％、「優秀」20％「良好」75％と設定。財源は、現在、「良好」な成績

の職員の支給月数を若干引き下げ、「特に優秀」、「優秀」な成績の職員の支給月数の引き上げに

より反映。 

「良好でない（50 点未満）」に終わった職員に対しては、良好より、さらに引下げて支給。 
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